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令和２年第２回上天草市議会定例会会議録 

令和２年９月１０日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

議 場 

１．議事日程（第１５日目） 

 日程第 １ 一般質問 

１．西本 輝幸君 

（１）樋合地区リゾート開発について 

２．髙橋  健君 

（１）上天草市における２０２５年問題についての取組について 

（２）伐採補助金制度の創設について 

３．宮下 昌子君 

（１）新型コロナウイルス感染症対策（事業者支援）について 

（２）新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免について 

（３）市内小・中学校における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策

について 

４．北垣  潮君 

（１）魅力ある雲仙・天草国立公園を目指して 

       ５．島田 光久君 

         （１）高齢者の福祉施策の現状と課題について 

         （２）障がい者の福祉施策の現状と課題について 

          

                                             

２．本日の出席議員は次のとおりである。（１６名） 

   議長 園田 一博 

   １番 木下 文宣    ２番 何川  誠    ３番 嶋元 秀司 

   ４番 田中 辰夫    ５番 何川 雅彦    ６番 宮下 昌子     

７番 髙橋  健    ８番 小西 涼司    ９番 新宅 靖司 

  １０番 田中 万里   １１番 北垣  潮   １２番 島田 光久 

  １３番 津留 和子   １４番 桑原 千知   １５番 西本 輝幸 

   

                                             

３．本日の欠席議員は次のとおりである。（０名） 

   な  し 
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４．会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

市 長  堀江 隆臣   副 市 長  村田 一安 

教 育 長  高倉 利孝   総 務 部 長  宇藤 竜一 

企 画 政 策 部 長  花房  博   市 民 生 活 部 長  水野 博之 

建 設 部 長  小西 裕彰   経 済 振 興 部 長  井手口隆光 

健 康 福 祉 部 長  坂田 結二   教 育 部 長  山下  正 

上天草総合病院事務部長  森  千壽   水 道 局 長  山本 一洋 

                                             

５．職務のため出席した者の職・氏名 

 議 会 事 務 局 長  海﨑 竜也   局 長 補 佐  山川 康興 

 主 幹  倉橋 大樹    

                                             

開議  午前１０時００分 

 

○議長（園田 一博君） おはようございます。 

 出席議員が定足数に達しておりますので、これから、本日の会議を開きます。 

 

                                             

日程第 １ 一般質問 

○議長（園田 一博君） 日程第１、一般質問。 

 通告があっておりますので、順次、発言を許します。 

 １５番、西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） おはようございます。 

 １５番、会派令和、西本輝幸です。 

 議長の許可をいただきましたので、樋合リゾート開発についてお尋ねをいたします。 

この事業につきましては、平成３１年２月１３日に、企業進出に関する協定書が締結され、

この間、事業を推進するにあたり、市と企業の調整会議が開催されるなど、事業開始に向けて取

り組まれております。しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、国は

緊急事態宣言を発令し、感染防止策として、全国に不要不急の外出自粛、接客を伴う店舗の休業

を要請し、あらゆる業種において大きな影響を受けました。現在も、第２波と呼ばれる感染者の

増加が著しく、有効な対策も見つからない状況が続き、いまだに終息は見えず、長期化が予想さ

れています。 

 このような中で、本市と協定を結んでいる企業においても、その影響は計り知れないものがあ

ると推察しております。一刻も早い経済行政の回復を願っているところです。一方で、本市に受

け入れ体制は着々と進んでおります。市道永浦樋合２号線の新設道路の整備、上水道も完備しま
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した。このような中、樋合地区リゾート開発事業はどのように展開していくのか、お伺いをいた

します。 

 まず、１点目に、上天草市がマリーゴールドホールディングスと締結している企業進出に関す

る協定書の内容はどういうものか、説明をお願いいたします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） おはようございます。本日は、よろしくお願いいたします。 

 御質問に係る協定の内容でございますけども、樋合リゾート開発に係る企業進出の協定という

ことで、協定書は１０条に及んでおります。説明は少し長くなりますけども、きちっと丁寧に内

容を御説明申し上げます。 

 説明の内容の中で、マリーゴールドは、株式会社マリーゴールドホールディングスのことを指

します。リゾート事業は、総合保養地域整備法に基づくリゾート施設の整備のことです。あらか

じめ御了承ください。 

 第１条は、計画概要でございます。すなわち、事業種目は宿泊業、事業用地は上天草市松島町

合津７，２３９番地ほか、面積は１６万４，６２２平米、約１６ヘクタールでございます。事業

規模等につきましては、投資金額20億円、新規雇用者数５０人、操業開始時期は令和３年、２０

２１年の夏になってございます。宿泊施設につきましては、建築面積４，３００平米、収容人数

７０人、建設時期は令和元年、２０１９年の９月となってございます。 

 第２条は、土地の提供等に関する内容です。市は、マリーゴールドのリゾート事業の用に供す

るため、樋合地区に有する土地をマリーゴールドに譲渡する。そして、マリーゴールドは、市か

ら譲渡された土地を市の許可なく第三者に転売しないとなっております。 

 第３条は、リゾート事業に関する協力が書いてあります。マリーゴールドのリゾート事業を効

率的かつ円滑に進めることができるように、本市が可能な限り協力するものとなっております。 

 第４条は、地元出身者に対する優先雇用でございます。マリーゴールドはリゾート事業及び運

営に必要な労働力について、マリーゴールドの採用基準の範囲で地元出身者を雇用するよう配慮

しますという内容でございます。 

 第５条は、公害の防止です。水質の汚濁や騒音などによる公害発生の防止について、マリーゴ

ールドは万全の措置を講じるとなっております。 

 第６条は、自然環境との調和でございます。この事業を進めるにあたって、マリーゴールドは

自然環境との調和を図るため、工事着手前に市と協議の上、適切な措置を講じること。また、今

の自然景観ができる限り変わることがないよう、自然環境の保全に努めるとなっております。 

 第７条は、権利義務の継承です。マリーゴールドが合併や譲渡などで、この協定による権利義

務を継承する場合は、市の承諾を得てくださいというものでございます。 

 第８条は、職場環境の確立でございます。マリーゴールドが労働関係法規を遵守すること、労

務担当者を任命し、健全で明るい職場環境をつくること。適正な勤務条件の保持に努めることが

記されております。 
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 第９条は、地域との融和でございます。マリーゴールドが地域社会との融和を図り、地域の振

興に寄与するよう努める。そして、従業員の採用に際しては、地元の企業と争いがないようにし

ますという内容でございます。 

 最後の第１０条でございますけども、これまで述べた内容を、市とマリーゴールドが誠意を持

って履行すること。そして、この協定に定めのない事柄につきましては、両者できちんと協議し

て決めましょうと締めくくってあります。 

 長くなりましたが、協定の内容は以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 今、協定書の内容を答弁説明されましたけども、この内容を見てみ

ますと、建設時期や操業開始の時期が異なっていますね。遅れていますね。それで、やはり、

今後は市としっかり協定をしながら、市としても応援のできるところは、なるだけ応援をして

もらって、スムーズに進んでいくように、よろしくお願いをいたします。 

 それから、次に移ります。２番目に、協定書を締結されてから１年以上経過しておりますが、

現在までの合同会議は何回されているのか。また、どのように協議をなされたのか、協議内容の

説明をお願いします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 本市とマリーゴールドとの合同協議は、開発事業の進捗管理

を総括する副市長を筆頭に、関係部課長で構成し、協定締結の平成３１年２月１３日の協定締

結以降、１１回開催したところでございます。この場での協議の内容ですけども、一つ目とし

て、マリーゴールドが進めるリゾート開発に必要な事業計画やタイムスケジュール。二つ目、

環境省や熊本県等の関係機関への許認可手続。そして、三つ目、市有地の売却に関すること。

４点目、埋蔵文化財の調査。五つ目、各種補助金等の申請。６点目、市が進める道路や水道の

インフラ整備等の進捗状況や課題。主な内容として、以上６点を挙げましたが、こうした内容

を協議し、共有したところでございます。 

進出協定締結後の平成３１年３月の合同協議では、市有地売却に係る財産処分について、市

議会の議決を経たということなどを報告して、土地売買契約の締結事務を開始いたしました。そ

して、同年４月に売却した市有地の境界確認を行い、その後の６月に市道永浦樋合２号線道路改

良工事の工程並びにマリーゴールドによる取り付け道路工事に必要な書類の提出などについて、

建設課から説明いたしました。 

令和元年１１月の協議の場には、マリーゴールドのほか、設計事務所も同席され、宿泊施設

の整備について、設計を進めている段階であることが市に対して報告をされました。また、令和

元年１２月から今年８月にかけては、市道永浦樋合２号線道路改良工事の進捗状況について、本

市からマリーゴールドに報告し、双方で意見交換を行いました。同様に、マリーゴールドから、

国立公園の事業執行に伴う環境省との協議や、林地開発や温泉掘削に必要な関係機関との許可申

請状況について報告があり、意見を取り交わしたところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 今の説明で、協定書を締結されてから、合同会議を１１回協議され

たということですけれども、この１１回開催された割には、進捗情報があまり見えないんです

ね。ですので、今後は、もう少しなるだけ見えるようなことを話し合って貰えればと思います。 

 そこで、副市長にお尋ねしますけれども、３番目ですね。本事業については、前副市長が先頭

になって事業者と協議をされてきましたが、今後は、副市長が交渉されていくのか。この辺につ

いては、どう思っておられますか。 

○議長（園田 一博君） 副市長。 

○副市長（村田 一安君） お答えいたします。これまで合同協議では、開発事業の進捗管理を

総括する副市長がプロジェクトチームを編成しまして、先ほど部長が答弁いたしましたように、

１１回にわたり、全ての関係部局の関連事業、また、地元対策、事業者との調整、環境省や県

との調整が行われてきました。そういうことで、今後も、引き続き事業完了まで関わっていく

必要があると思っております。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 副市長のほうから、引き継ぎをされていくということですけれども、

では、副市長になってから、何回この協議会に入られたですか。内容をお願いします。 

○議長（園田 一博君） 副市長。 

○副市長（村田 一安君） 就任後、４月１４日及び８月２４日の２回、進捗状況等を確認する

ために、株式会社マリーゴールドホールディングスと意見交換を行いました。内容につきまし

ては、年内に木の伐採等に着手し、令和４年の秋頃には、当初２６棟でございましたが、今回

の説明では、宿泊棟数１６棟のオープンを予定するということで、事業計画の説明を受けたと

ころでございます。 

 なお、私といたしましては、先ほど申しましたように、事業完了するまで、この事業について

注視していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 今の答弁では、年内に伐採等を着手して、令和４年の秋頃には、宿

泊棟数が１６棟オープンするということですね。そうすると、これは、もう早く敷地内の道路

整備をしなければ、これは、令和４年のオープンには間に合わんと思いますので、なるだけそ

ういうところを早く進めてもらえばと思います。副市長、よろしくお願いしときます。いいで

すか。 

 次に、４番の現状と今後の見通しについて、事業計画はどうなっているのかと、５番の当初の

計画と比べて、スケジュールや事業計画等の変更があるのかということですけども、これはまと
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めて答弁をお願いいたします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 現状と今後の見通し、事業計画、そして、当初に比べてのス

ケジュール事業規模等でございますけども、進出協定締結時に示された当初の計画では、ヴィ

ラタイプ、いわゆる豪華でおしゃれな一戸建ての建物でございますけども、このヴィラタイプ

の宿泊施設を２６棟、建築面積、先ほど申し上げた協定と同じでございますけども、４，３０

０平米、収容人数７０人、投資金額20億円、新規雇用者数５０人、２０１９年９月に工事を着

手し、２０２１年の夏に第一期オープン予定とされておりました。 

先ほど、副市長のほうからの話で、変更の時期ございましたけども、この工事着手の時期、

オープンの時期、第一期のオープンの時期、あるいは、投資の金額、事業規模などについても、

今後の計画の変更等に応じて変更になる見込みでございます。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 事業協定書が締結されてから、まだ約１年６カ月か７カ月ぐらいし

かならんとですよね。その中で、もう変更しなければならない理由というのは、どこにありま

すか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 進出協定の締結以降、工事単価のこと、人件費ですとか、資

材の単価、工事単価の高騰によって、当初計画した総事業費を大きく上回ることが判明いたし

ました。そうしたことで、宿泊施設の詳細設計を見直すことになり、また、年明け以降は、特

に新型コロナウイルス感染症の影響も重なっておりますので、変更が生じるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 事業内容の変更があったと言われますけれども、では、変更内容の

時期は、いつ頃になるのか。これは、この点については注視されておられますか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） この変更の内容や時期につきましては、マリーゴールドに確

認しましたところ、建物や土地造成の設計図作成、あるいは、工程の見直しに既に取りかかっ

ているということでございました。具体的なことはお示しになっておりませんけども、宿泊施

設は、計画どおり段階的に、最終的に２６棟、予定どおりの２６棟を整備することに変わりな

いということをお聞きしたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 先ほどの答弁の中で、副市長は、令和４年の秋にオープン１６棟す

ると言われたですね。それでは、後１０棟が残っとるとですけれども、この合計の２６棟です
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けども、この２６棟がオープンするまでには、大体時期はどのくらいかかりますか。打ち合わ

せしておられますか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） まず、第一期のオープンということで、１６棟。残りの１０

棟につきましては、また、その第一期のオープンした後に、また詳細なスケジュール等は詰め

ていかれるというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） では、６点目に入ります。いつから工事に着工されるのか。地元に

対して説明はされるのか。この件について、説明をお願いします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 先月の８月２４日に開催した合同会議、合同協議におきまし

ては、マリーゴールドから年内には着手したいと説明を受けているところでございます。地元

住民の方々に対する説明については、当初の住民説明会から時間が経過していることもござい

ますので、マリーゴールドから地元の代表区長さんに対して、施設のゾーニングや設計の見直

しに伴う当初計画の遅れなど、進捗状況等を報告されているというところでございます。マリ

ーゴールドにおかれては、今後、関係機関の許認可等を得た上で、工事着工日が決まり次第、

速やかに地元説明会を改めて開催される予定というふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） では、年内に着工されるということですけれども、着工はどの段階

で、どのような内容になっておりますか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 着手前までには、自然公園法に基づく環境省の同意ですとか、

森林法に基づく熊本県の許可を得ておく必要がございますので、その同意や許可を得た段階で、

木の伐採や取り付け道路を含めた土地造成から進めていかれる予定と聞いております。 

 なお、このように許認可等に係るスケジュールに時間を要することについては、本市からマリ

ーゴールドへ情報提供もしておりますので、内容につきましては、十分把握しておられるものと

捉えております。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） この件については、建設課のほうに確認しましたけれども、道路開

発の進入道路の詳細な地図を求めておられましたけれども、どのようになっていますか。詳細

地図は。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 
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○企画政策部長（花房  博君） 本市の建設課が進めているただいまの道路整備につきまして

は、もともとマリーゴールドの進入路整備を優先的に進めていくということにしておりました

けども、マリーゴールドから詳細な図面が提出されないため、市道の舗装整備につきましては

進めているということでございます。この件につきましては、マリーゴールドのほうにも理解

をいただいておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 本来ならば、もう市道永浦樋合２号線の新設道路は、もう既にでき

あがっているわけですね。ですので、もうすぐ大体敷地内の道路整備はするはず、するべきじ

ゃなかろうかと私は思うとですよね。しかしながら、遅れている関係で、道路舗装を先にして、

後でその敷地内の道路を整備するという考え方でよかですか。捉え方でよかですか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） もともとこの市道の整備につきましては、マリーゴールドの

進出のためということではございません。もともと本市の市道整備につきまして、この樋合の

周回道路、防災ですとか、市民生活のための道路として整備をする流れでございました。そこ

で、このマリーゴールドの事業に応じて、ちょうど舗装が合わさるということであれば、非常

に結果的に便利ではございましたけども、マリーゴールドのこの事業が少しタイミングが合う

ことがございませんでしたので、まずは、市道整備の舗装のほうをきっちり先に仕上げをして

いきたいというところでございます。その部分を、マリーゴールドのほうで今後の開発等に使

われて、何か損傷等がございましたら、きっちりその辺は、行政の規定に応じて、元に復旧す

るという形をとる予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 今、答弁されましたけどですね、先ほど答弁されましたけれども、

木等の伐採ですね。それと、道路等の整備は、マリーゴールドと環境省の協議はどこまで進ん

でいるのか。把握しておられますか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） このリゾート開発の前提となる環境省の公園事業の決定につ

いては、マリーゴールドと本市において幾度となく環境省と協議を進めながら、平成３１年３

月１８日付けの官報において告示をされたところでございます。なお、樋合リゾート開発は、

公園の事業決定を受けた者の宿泊施設や土地造成の整備を行う際は、改めて環境省へ協議する

必要があることから、マリーゴールドは現在見直しをしている設計図面等が固まり次第、環境

省へ協議を行う予定であるということを確認をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 
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○１５番（西本 輝幸君） やっぱ伐採とか、その道路の整備ですね。やはりなるだけ早く設計

図面を出さなければ、環境省の許可をとるための時間がかかると思うんですね。ですので、年

内には、なかなか終わらん。着工でけんと思いますので、その辺も、再度協定者と話をして、

なるだけ早く進むようにしてもらいたいと思います。 

 それと、樋合リゾート開発については、もう市も多額な金額の資金を投資しておりますので、

協定者と連携されて早期の実現に向かって頑張ってもらえればと思います。 

 もう以上で終わります。もう終わってよかですか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） ありがとうございます。今回の樋合のリゾート開発に関する

御質問につきましては、私たち本市の執行部、あるいは、本市の市民の方々、議員の皆様方で

応援して支えて、よりよい施設ができるように、私どもも頑張ってまいりたいと思っておりま

す。マリーゴールドの皆様におかれましても、非常にこの事業については、熱意、思い入れも

惚れ込んだ土地で事業を進めていかれるというふうに聞いておりますので、今回の行政報告、

市長からの議会の冒頭での行政報告にもございましたように、きっちり金融機関の支援も受け

ながらということでございますので、着実に進んでいくかと思っております。また、時間軸等

につきましては、機会を捉えて御報告あがりたいと思いますので、今後とも、ご支援よろしく

お願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○１５番（西本 輝幸君） 期待しておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上で、一般質問を終わります。 

○議長（園田 一博君） お諮りします。そのまま続行したいと思いますが、御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 次に、７番、髙橋健君。 

○７番（髙橋  健君） 議長のお許しが出ましたので、会派暁、髙橋健。ただいまより、一般

質問を行いたいと思います。 

 まずもって、台風１０号、職員の皆様方におかれましては、早くからの市民に対しての啓発及

びその後片づけ等々ですね。職員の方々が、他方にわたって御活躍されたことは耳にしておりま

すし、大変だっただろうなということで感謝の弁を述べたいと思います。お疲れさまでございま

した。 

 早速ですけれども、一般質問に入っていきたいと思います。今回、私が質問いたしますのは、

上天草市における２０２５年問題についての取り組みについてです。 

 最初の一つ目を聞いていきたいと思います。直近５年間における要介護者数の推移及び２０２

５年の予想数はどうなっているのか。よろしくお願いします。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（坂田 結二君） どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、直近５年間の要介護及び要支援認定者数でございますが、平成２７年度末でございます。

２，３５７人。平成２８年度末、２，４１９人、平成２９年度末で２，３４０人、平成３０年度

末で２，３２３人、令和元年度末で２，３４５人と推移をしておりまして、平成２８年度までは

増加傾向でありましたけれども、そのあとは若干減少しまして、現在はおおむね横ばいで推移し

ているところでございます。 

 また、要介護及び要支援認定者数について、厚生労働省が運営する見える化システムの将来推

計機能を用いた推計値でございますけども、２０２５年では、令和７年になりますけども、２，

３３０人でありまして、ほぼ横ばいで推移していくものと予想しているところでございます。 

○議長（園田 一博君） 高橋健君。 

○７番（髙橋  健君） 本市におきましては、今から過去５年、逆に、未来５年も本来なら２

０２５年に対しては、日本全国的に増加傾向にある数字が、本市においては、横ばいという形

で、今、執行部のほうから答弁がございました。ただ、心配なのが、コロナ禍において、介護

予防事業というのが、今まであっぷあっぷサロンなり何なりありましたよね。それについての

実施が、今現状どうなってるのかていうのを、ちょっとお聞かせいただきたいんですけども。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 介護予防事業の状況ということですか。介護予防事業に関し

て、平成２９年度から総合事業ということで、介護予防事業関係は実施されておりますけども、

利用される方については、増加傾向にあるていうふうに伺っております。それと、そういった

サービス事業所の動きに関しては、事業者数の収容人数とか、利用される人数の枠内では、今

のところは営業されているということになりますけども。 

○７番（髙橋  健君） すいません。答え的にですね、独自のあっぷあっぷサロンとかあって

いたやつが、コロナ禍で、なかなかソーシャルディスタンスを保てないということで、今現在、

多分実施されとったりとか、もう実施されているところもあったりとか、そういうところのお

話を聞きたいんですけれども。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 社協にお願いして、あっぷあっぷサロンとか、そういったと

ころに行って指導をしていただくような事業でございますが、今回、コロナ禍に関しまして、

そういった事業に関しては、高齢者の方については感染しやすいような年齢層ということもあ

りまして、事業の縮小、あるいは、参加される方のそういった感染予防ていう対策はきっちり

とってくださいということでは、お願いしてはおりました。 

○議長（園田 一博君） 髙橋健君。 

○７番（髙橋  健君） 今の要約をすれば、縮小しながらも粛々とはやって今いるというよう

な形で解釈していいかと思います。先ほどの予想数に関しては、このコロナていう影響は、恐

らく勘案されてない数字だと思います。予防を怠るじゃないですけども、予防がなかなか思う
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ようにできなかったときに、果たして横ばいで推移していくのかていうとは、やはり今から先

ですね。そこら辺も、執行部としては考えた上で数字の検討を再度されてほしいなというとこ

ろに思います。 

昨年度におきまして、上天草市の＿＿。ちょっと待ってください。もう１個を聞くのが。上

天草市の介護事業者等に対して、現在の職場の環境等に対して、アンケート等は実施されている

のか。これに関しましては、事業者等へのヒアリングでもよろしいですので、どういうふうな感

じで把握しておられるでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 職場環境についてのアンケートは、現在、実施しておりませ

んけれども、国の介護人材の確保、定着を目的とした施策の一つとして、介護報酬における介

護職員処遇改善加算というのがありまして、市内の事業所のほとんどが当該加算を取得してい

ることから、職員の賃金へ反映されているものと認識をしております。また、賃金面だけでな

くて、職員がより働きやすくするための職場環境の整備、例えば、介護職員の資質向上のため

の研修、労働環境の整備等の実施が加算取得の要件とされておりまして、当該加算の取得にあ

たりましては、県や市へ計画を届け出ることになっておりますので、事業者における職場環境

整備に係る取り組み状況の把握につなげているところでございます。また、事業所への実施、

指導時などで聞いた内容でございますけれども、職員のスキルアップのための研修等を計画し

ているけれども、外部研修に出すことが難しい。それと、職員の高齢化や家庭との両立が難し

く、夜勤が困難などの現場における人員配置の難しさについての意見はいただいておるところ

でございます。 

○議長（園田 一博君） 髙橋健君。 

○７番（髙橋  健君） 介護現場において、人員がやっぱり不足しているていうことに関して

は、部のほうでも把握していると捉えてよろしいでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） サービスをする上での人員配置については、充足しておると

は思いますけれども、ただ、それ以上のサービスを、もうちょっとよくするために人員が欲し

いていう、そういった不足のほうは、私たちも感じておるところでございます。 

○議長（園田 一博君） 髙橋健君。 

○７番（髙橋  健君） 当市におきましては、昨年度、介護職員初任者研修に対しての補助金

というのを素早く対応していただき、つくっていただいたんですけれども、これに関しては、

先ほどの職員の人員の育成とかていうところに関して、非常に協力していただいたんですけれ

ども、ただ、今年におきましては、やはりその初任者研修を開こうにも、コロナの影響によっ

て、今のところまだ実施がされていないというふうに把握しております。ただし、やはり介護

の現場では、やっぱ待ったなしだと思いますんで、予算が組んであるのであればですね。ソー

シャルディスタンスを保ちながら、予算は多少超過するかもしれませんけれども、やはりその
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適宜に応じてですね、初任者研修をやっていただきたいなと。せっかく予算がございますので、

コロナを予防して実施できなかったていうのは、ちょっと寂しくなりますんで、それに対応し

た実施をやってほしいと思いますけれども、部長は、どう考えますか。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 介護職員の初任者研修等は社協にもお願いしているところで

ございますので、その受講者の方が増えるていうことであれば、この助成金のほうも、当然、

人数によっては増えてくる可能性はあるとは思います。ただ、今、コロナ禍でちょっと縮小、

あるいは、そういった受講ができないような状況でございましたので、今後はそういった受講

できるような体制を少しでも取り入れていきながら、達成できるように私たちも努力して、社

協と協議していきたいというふうには考えております。 

○議長（園田 一博君） 髙橋健君。 

○７番（髙橋  健君） 繰り返しになりますけども、介護の現場では、やはり非常に人手不足

ということで困っておられますので、できる限りそういった初任者研修等を開いていただいて、

少しでも介護のする人も、受ける人も喜べるような環境をつくってほしいなというふうに思い

ます。 

もうこれは、最後になりますけども、お願いになりますけれども、上天草市、熊本市におい

て、熊本市介護分野緊急就職奨励金ていうのを実施されております。これについて、もう多分、

部長のほうは調べておられると思いますので、簡単にでいいですけれども、どういう奨励金なの

かというのを説明していただいて、それに対して、私が意見を述べたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 熊本市におきまして、今般のコロナ禍の状況における失業者

の増加、また、介護分野については、慢性的な人手不足に加え、感染を恐れての離職の懸念も

あることから、失業者と介護分野の人手不足を解消する目的で、この熊本市介護分野緊急就職

奨励金事業ていうのを、８月から今年度末までの期間で実施されております。 

当該奨励金は、介護系の資格を有しまして、介護職員として介護サービス事業所に就職した

場合に、就職したときと、就職から３カ月経過後と、６カ月経過後に、それぞれ5万円。最大15

万円が交付されるものでございます。 

本市における介護人材の確保への対策といたしましては、昨年度から、介護職員初任者研修

受講料等補助金事業、先ほども申し上げておられましたこの事業を実施しておりまして、介護職

員初任者研修を終了し、市内の介護保険サービス事業所に就職した人に対して、その費用を助成

することで、介護人材の就業促進と定着につながり、介護サービスの質の向上へとつなげること

ができると思われます。本市では、介護サービスの需要が増加する一方、生産年齢人口の減少が

顕著でありまして、地域の高齢者介護を支える人材確保については、重要な課題であると認識を

しているところでございます。 

○議長（園田 一博君） 高橋健君。 
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○７番（髙橋  健君） ありがとうございました。就職をしたときに5万円、３カ月過ぎて5万

円、６カ月過ぎて5万円。今、部長の答弁にはなかったんですけども、熊本市はこれを４００名。

先着４００名というような形でやっておられます。簡単に計算して6,000万ぐらいになるのかな。

6,000万になります。ただ、熊本市と上天草市では、人口の規模が違いますんで、じゃあ、上天

草市も同様なことをやってくださいというのは酷なことであると思います。実際、上天草市に

置き替えてみると、これを５０人程度にして、１回につき3万円ていうとでも、財政と話し合っ

ていただいてですね。それでも構わないと思いますし、できるだけその介護職員が充実するよ

うな形をとってほしいと。恐らく、最初のほうで、アンケートは実施しておりませんていうよ

うな形だったんですけども、今、実際、介護の現場というのは、あまり若い世代というのが従

事してないというのが現状だというふうに私は認識しておりますので、そこら辺も、今後、せ

っかく上天草高校という、上天草高校には福祉科ていうのがございます。これは、もうあくま

でもあれなんですけども、じゃあ、上天草の福祉科を卒業して、地元の介護事業所に就職をし

ているというのはなかなか少ないんじゃないかなと、多分人数までは把握できておられないと

思いますので、多いか少ないかで、どういうふうに把握されておられますでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 高校を卒業された方の、そこの就職率とか、就職された先の

調査までは、私たちのほうでは行っておりませんけれども、上天草高校を卒業されて、市内の

事業所あたりに就職された方には、応援金というのがございますので、そちらの活用をしてい

ただいて就職される、卒業された方の就職率を上げていただきたいなというふうには思ってお

ります。 

 ただ、福祉部門にちょっと調査をしておりませんでしたので、そこは申しわけございません。 

○議長（園田 一博君） 髙橋健君。 

○７番（髙橋  健君） 上天草高校には、もう福祉科という特別な科がございます。これは、

上天草高校が合併するときに、肝入りで恐らくつくった科だというふうに私どもは認識してお

ります。せっかくつくった科をやはり盛り上げていく施策ていうのも、県と市がやはり共通認

識の中で、私は取り進めていくのも非常にいいんじゃないかなと思います。 

先ほどの話とマッチングさせますと、今部長が言われたとおり、地元の高校から就職すれば、

奨励金という形が出ます。プラスアルファ、介護の現場に地元の若い子が残るようにマッチング

させると、もっと地元に残ってみようかなていう子が１人でも２人でも多くなれば、それはもう

地元の活性化に私はなるんじゃないかというふうに考えます。ですから、職種は、たまたま介護

の分野になりましたけども、こんな形でできるだけ若い子供たちをいかに残すかていうのを、や

はり常日頃から考えていかなければならないというふうに私は思いますんで、そこら辺も勘案し

て、今後、どういう形でもいいです。熊本市のような多額な補助金じゃなくてもいいですので、

何か取り組んでいってほしいなというふうに思います。これにつきましては、予算が伴いますの

で、市長の答弁のほうを求めたいと思います。 
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○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 介護に携わる人材の確保というのは、非常にやっぱり我々も取り組ん

でいかなければならない大きな課題だというふうには認識をしております。熊本市の例を、ち

ょっと私も見ましたけども、どちらかというと、新型コロナの影響での失業者に対する対策の

ほうの意味合いが強くてですね。仮に、このままこういう制度でうちが導入した場合に、定着

率が果たしてどこまで続くかというのが、ちょっと不安な部分も多少あるのかなという気はし

ております。そういった意味で、若干方法は変えざるを得ないのかなと思ってますが、議員御

指摘のように、今後、いわゆるその要介護の方々が横ばいとはいえですね、大きく減少すると

いうことではないので、そちらの方々をやっぱサポートするためにその現場で働いていただけ

る方をどうやって確保していくかということに対しては、新しい制度を持ってやっぱり支援の

方法を考えていかないと、非常に難しい局面がやっぱり来るだろうというふうには思っており

ます。今日、御指摘もございましたので、我々独自でどういうことができるかを、今一度、ま

た考えさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（園田 一博君） 髙橋健君。 

○７番（髙橋  健君） 今、元気で暮らしている方々も、後５年経って、１０年経って、要介

護、自分たちが年とったらどういう施設があるんだろう。どういう介護サービスが受けられる

んだろうていうのを、上天草市においては、やっぱり頑張ってるんだていうのを、市としてや

っぱり見せなければいけない時期でもあると思います。 

先ほど、市長が言われたように、熊本市においての奨励金に関しては、コロナの失業率てい

うのも勘案して定められた奨励金だというふうには私も思いますけれども、ただ、それをやっぱ

りいち早くやられているていうのに関しては、本当に敬意を表したいと思いますんで、先々を見

据えたですね、上天草市独自のやり方で構いませんので、ぜひ進めていってほしいなということ

をお願いしておきます。 

 じゃあ、２番に進みたいと思います。伐採補助金制度の創設についてです。これにつきまして

は、多分私だけじゃなくて、ここにおられる議員さん皆様方にですね。家の裏の木を切ろごたっ

とばってん、何か市の補助金はなかろうかと尋ねられたことがですね、多分、議員さんたち、恐

らく一度や二度あられるはずです。ただ、これにおきましては、やはり家の裏が自分の土地でし

たら構いませんけれども、自分の裏山が他人の土地だったりした場合には、なかなか思うように

できない。そういったところから、こういったところの補助金が、今まで設置されていなかった

というのは、私も認識しております。 

ただ、昨今の集中豪雨及び前回の１０号の台風、その間の日照り、いろいろ勘案した中でで

すね。１０号は何とかしのげたと思うんですけども、これから先の台風というのが、私は非常に

大きい台風がきやせんどかというふうにとても心配しております。そんな中で、やはり今度の１

０号に関しましては、非常に職員の方々、行政のほうが市内の放送を、防災無線をフル活用され

て注意喚起をすごくされてました。そういうことはいいんですけれども、ただ、やはり年をとっ
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てくるとですね、やっぱ我が家で過ごしたいて言う人もやっぱりおられます。ただ、少しした風

で、やっぱもう怖くて自分ちにはおりきらんて言う人も出てきます。 

そんな中で、やはり自分の身は自分で守るという観点からいくと、家の裏の木なんかも、自

分たちでどうにかやりたいという人も中にはいらっしゃるんですよね。ですから、これに対して、

住宅リフォーム補助金というのが、上天草市、毎年出てますね。400万から500万。今度の議会で

も追加で出てますけれども、住宅補助金があるのであれば、自分ちの家の裏の伐採をするのに大

体50万ぐらいかかりますとか、30万ぐらいかかりますていうのがあったときには、その5万円で

も、3万円でもいいから、何か補助金が市からできないか。当然、全部法面の木が自分ところの

所有地だったら問題ないんですけれども、ただ、よその土地とかも切るときには、双方の承認を

得た上での補助金を出すとかですね。これも、先ほどの話じゃないですけども、上天草市独自の

あり方を、今から模索していってほしいなて思うんですね。ですから、今回、こういうような質

問しておりますけれども、これにつきましては、やはりなかなか回答はしにくいかと思いますけ

れども、現状で、今、私は、こういう質問出しましたけれども、考え方を、建設部でいいのかな。

建設部に回答をお願いします。 

○議長（園田 一博君） 建設部長。 

○建設部長（小西 裕彰君） よろしくお願いします。 

 上天草市におきまして、独居老人及び高齢者世帯が増加していることは十分認識しているとこ

ろです。家裏の樹木伐採につきまして、これまでも市民から市での伐採の相談はあっておりまし

たが、樹木が存在する土地が特定の所有者が使用し管理する私有財産であるために、市での伐採

は行っていないところです。 

これまで独居老人及び高齢者世帯が住まわれているところの樹木伐採につきましては、家族、

親族及び近隣住民等の協力でその対応をされてきたと考えております。現在、上天草市におきま

して、自然災害による家裏の土砂崩れや倒木が発生し、住宅住居に被害があった場合、上天草市

災害による土砂等撤去補助金事業により、土砂及び樹木の撤去費用の２分の１について補助を行

いまして、被災者の救援を行っているところです。家裏の樹木伐採につきましては、どこの市町

村も本市と同じように抱えている問題であると考えるため、今後、県内の市町村の動向も踏まえ

ながら検討してまいりたいと考えております。 

○議長（園田 一博君） 髙橋健君。 

○７番（髙橋  健君） これは、樹木を伐採すれば、家の裏の法面が崩れないていうのは、あ

くまでも予想であって、逆に、あったほうがいいケースもあるていうのは、私も、ただ、それ

は一般質問するにあたり、いろいろ勉強いたしました。でも、やはり自分の身を守るため、や

っぱり家財産を守るために切りたいていう人も多数いらっしゃると思いますので、そこら辺に

関しては、上天草市独自でできうるならやってほしいなというふうに思います。この１０号の

ことについて、逆もちょっと聞いたんですよね。これは、もう書いてないですけれども、前島

地区とか、松島地区あたりにおいては、逆に切りたくても国立公園だから１本も切れない。そ
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れに関しては、かなり制限があると。ですから、もう１０号においては、前島地区の方々にお

いては、停電が３６時間、何軒かですね、３６時間ほど停電しておったと。これにつきまして

は、もう前々から、これはもう危ないから切ってくれという要望があってたんですけれども、

ただ、いかんせんその国立公園だからということか、ちょっと理由はわかりませんけれども、

対処されてなかったと。今度の台風で３６時間ほどの停電を行ってしまったと。私は、大矢野

出身なんで、大矢野におったら、私の地区では、もう停電することはなかったんで、なかなか

聞いて回らないとわからない実態だったんですけれども、そういったことも耳にいたしました

んで、ですから、そういった例も含めまして、いろいろ地域の伐採に関しては、アンテナを行

政のほうで張っておいてほしいなというふうに思いますけれども、これも先ほど同様ですね、

予算が、やるにしろやらないにしろ、予算が非常に伴ってきますので、これについても、これ

もう副市長と市長両方意見を聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（園田 一博君） 副市長。 

○副市長（村田 一安君） 確かに、髙橋議員おっしゃるように、私の自宅のほうも、その後ろ

の方の崖で木を伐採するというふうなことで、実際、私のほうも、２年ほど前に伐採したんで

すよ。一応、そういうふうな、もらえるならば補助をもらいたいというふうな気持ちはありま

すけども、いかんせん市全体のことに関わりますので、それにつきましては予算がありますの

で、そこら辺は、今後、先ほど部長のほうからありましたように、協議をしていきたいという

ふうに考えております。 

○７番（髙橋  健君） 市長、お願いします。 

○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 建設部長の答弁もあったように、基本的に私有財産で、個人的な敷地

内のことでありますので、なかなかそれに対して行政が支援をするというのは、なかなか制度

のつくり込みとしても非常に難しいんじゃないかなというのが率直なところです。前島の例を

出されましたけど、例えば、この木が、この木一つで、ある程度の地区のエリアに大きな影響

危険をもたらすとか、そういうことになれば、行政として出ていくということもある。あって

いいだろうと思うんですが、個別に、一つ一つを行政がずっと対応していくというのは、ちょ

っとなかなか難しいのかなというふうに思います。 

ただ、やり方としては、今、自主防災組織ができてますね。それぞれの地域で、やっぱり危

険度の高さというのは、その地域の方々が、やっぱり１番把握はされておられますので、地域で

その防災の意味でですね、その危険度を下げるためにそういう対処が必要だということであれば、

自主防災組織に対して、そういう支援をする方法はないかなというのは、ちょっと考えられない

かなというのは、ちょっと私の思いもありますので、直接その行政がやるていう、執行するとい

うことはちょっと難しいと思いますけど、その地域が納得した理解した上で、こちらが全部は難

しいかもしれませんけども、多少の補助をするとか、なんかそういう方法は考えていければなと

いうふうには思うところです。 
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○議長（園田 一博君） 髙橋健君。 

○７番（髙橋  健君） さすが市長でございます。伐採だけではなくて、今、市民の方からも、

家の裏が崩れてるけど、どうしても個人のあれだから、そのままと。もう他人のものですから、

もう家の下は、特に私の地元なんか家が密接してるんですよね。でも、上は他人の土地、でも、

下は家。でも、危険な状態というのは免れない。今の市長がおっしゃられたように、防災の観

点からいってですね、私有財産に対してどうのこうのはなかなかできないていうことですけれ

ども、ただ、防災、自主防災組織の中からの要望だとか、申請があった場合には、少額でもい

いと思うんですよね。5万でも10万でも構わないので、自主防災から、各地区から上がってきた

ことに関しては、少しでも予算を組んでみたいていうことになればですね。それは、もう伐採

以上の大きな枠で見れるんじゃないかなというふうに思います。恐らく、この前の集中豪雨、

台風でですね、各議員さんたち家の裏のこがんして崩れとるけん見に来てもらえんだろうかて、

恐らく沢山言われてると思います。ただ、いかんせん、やっぱ個人の私有地だから、繰り返し

になりますけれども、対応できないとなった時には、そういった自主防災組織に要望をされて

みてはどうですかとか、そういった我々が答える道を、今から先模索していってほしいなとい

うことをお願いいたしまして、私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 以上で、７番、髙橋健君の一般質問は終わりました。 

 ここで、１０分間休憩いたします。 

 

休憩  午前１１時０１分 

                                             

再開  午前１１時１１分 

 

○議長（園田 一博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ６番、宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） ６番、日本共産党、宮下昌子です。 

 それでは、通告に従い質問をいたします。まず、新型コロナウイルス感染症対策、この事業支

援についてですけれども、コロナウイルスもなかなか終息せず、県内でも毎日感染者の報告があ

ります。政府が実施するＧＯＴＯキャンペーンも県をまたぐ移動が安心してできない状態では、

なかなか利用しようと思う人も少ないのではないでしょうか。コロナ対策として、これまで市独

自でも様々な支援をされています。６月議会でも質問いたしましたが、商工会や商工団体がクー

ポン券や商品券を発行する経済回復商工事業補助金の効果はどうだったのかをお尋ねしたいと思

います。済んでいるのは、多分商工会分だけかと思いますけれども、私が確認した分だけで、例

えば、商工会のはこういうのがありました。私1,000円分使いましたので、ここはカットしてあ

りますが、それと、２号橋商店会よりのクーポン券発行ということで、こういうのが出ておりま

す。と、天草四郎大矢野スタンプ組合からは、大きなチラシが、こういうのが手元に届きました。
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まだほかの分は現在進行形だとは思いますけども、商工会分については終わっているのではない

かなというふうに思います。それで、今、現状を少し説明をいただけますでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） よろしくお願いいたします。 

 ご存知のように、経済回復商工業補助金につきましては、市内の商工事業者で組織する団体の

創意工夫と経営努力によりまして、市民の消費意欲を喚起することと、市内事業者の事業の継続

を目的としているものでございます。効果はというところで御質問ですけども、今、議員がおっ

しゃいましたように、商工会が実施した事業は、期間は一応終了はしておりますけれども、現在

まだ実績報告という形で提出がされておりません。あわせて、団体の補助事業は現在実施中でご

ざいまして、効果の検証というところには、まだ至っていないところでございます。 

ただし、コロナ禍で低下した事業者のやる気の向上、感染拡大防止対策の必要性の意識向上

や、市民の市内事業者の利用の促進にはつながっているものというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） まだ今継続中ということですが、商工会のこのクーポン券に関しては、

もうすでに締め切りがあっているので、どれぐらいの方がこのチラシを見て、ここ切り取って

使われたのかていうのは、大まかな数字はわかると思うんですけど、それもわからないんでし

ょうか。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） クーポン券を利用された事業者の方が、取りまとめを商工

会の方がやってますので、商工会に提出がないと数字自体がわからない状況でございます。私

たちとしては、商工会から出てくる実績報告を基に検証したいというふうに考えておりますの

で、それがまだ提出されておりませんので、現在のところでは、はっきりとした検証結果とい

う形では出せないと思っております。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） この間の質問のときにも言いましたけれども、この商工会のチラシに

ついては、広報と一緒に配布があったと思うんですけれども、私の周りの方でも、気づかなか

ったという人も結構いたんですよ。気づいて使おうと思ってたけども、そのうちにチラシがど

こに行ったかわからなくなったという人もおりました。それで、せっかくこういうふうにして

されたんですけれども、利用した人は意外と少なかったのではないかなというふうにも思いま

すので、この辺は、今把握しておられないということですけども、検証されるようにお願いし

ます。 

 前回の質問でも、団体に加盟してない事業者への支援についてもお願いをいたしました。それ

で、そのときに、市内全事業所数が１，５７７店と答弁されて、組合に加入してない事業者がど
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れぐらいかと言ったら、それは把握してない。わからないと答弁されましたが、その後も調査は

されてないんでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） 事業を進めるにあたりまして、１番大きな団体である商工

会さんのほうにも、会員の名簿をちょっとお願いできないかというようなことをお願いしたん

ですけども、ちょっと情報的に出せないということでございまして、その後は、把握はしてな

いところでございます。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） その組合員名簿とかいうのはね。やはり出せないと思うんですけど、

じゃあ、そのそれぞれの組合に何事業者加盟しているかていう、全部でいくつの事業者ていう

のはわかる。出せると思うんですよね。それをずっと足していけば、市内全事業者数から引け

ば加盟してないお店がどれぐらいあるかていうのはわかるかなとは思ったんですけど、まあ、

難しいんですかね。 

それで、それは私は、市としては把握できるんじゃないかなというふうには思いました。前

回の答弁で、各商工団体に加盟していただき、部長の答弁ですけど、「各商工団体に加盟してい

ただきながら一緒に活動していただければと願っているところです」と答弁されました。さらに、

「最終的には、時期をずらしたりとか、いろんな工夫はしていこうかと思っている」と答弁され

ています。その後、どんな工夫をされたのかをお尋ねします。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） 団体に未加盟の事業者様にはですね、特段の対策というの

はしておりませんけれども、今、議員が出されましたチラシ、各団体が出してるチラシには、

事業の実施をお知らせするとともに、加盟店の随時募集ということを記載して、団体への加入

を呼びかけているところでございます。 

私たちとしましては、有事の際には、行政からの支援だけでなく、やはり地域での助け合い、

支え合いがやっぱ大事であるというふうに考えておりまして、小規模な事業所を取り巻く環境と

いうのは、非常に厳しいのかなと思っておりますけれども、そういった事業を継続させるために

は、個々の事業者の努力だけでは、ちょっと困難であると考えているところもございますので、

今回ですね、このようなことを機会に、団体に未加盟の事業者様には団体に加盟していただいて、

日頃から地域と連携して活動をしていただければというふうに思っているところでございます。 

なお、議員が持っておられるチラシを私たちも持っておりますけれども、時期を少しずつず

らしたりとかしてやってるとこでございます。ただし、影響というか、活動する範囲、実施する

範囲は市内全域というところで求めているところでございますので、御理解いただければと思い

ます。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） 部長はそうおっしゃいますけれども、その各商工の団体ていうのは任
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意の団体なので、事業者の方が入る入らないは自由だと思います。それを、行政のほうから、

こういう団体に加盟してくださいていうような呼びかけをするのは、いかがなものかなという

ふうに私は思います。じゃあ、そういう団体に加盟していなければ、この経済回復商工事業補

助金というのは、受けられないということになりますので、行政としては、商売をしておられ

る方に対しては、いろんな支援金も支援もほかに国のとか県のとかいろいろありはするんです

けど、市独自でこういう補助金の事業をされるのであれば、組合に入っていない事業者に対し

ても受けられるような何か対策をしなければいけないのじゃないかなていうような話し合いを

担当課で本当はしなくちゃいけないんじゃないかと思うんですね。だから、こないだも加盟し

てない人たちに対する支援を考えてほしいていうことを、私は申し上げました。 

それで、今回も同じことになるんですけれども、ぜひ、今回、この経済回復商工事業補助金

を受けられなかった事業者に対しては、何かできることがないかていうのは、担当課で話し合い

をして、ぜひ、そういうことを支援を何かしていただければというふうに思います。いかがでし

ょうか。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） 今回の新型コロナウイルス感染症の影響で、一気に景気が

落ち込んだというところで、それを持ち直すためには、市内の事業者さんの協力がなくてはい

けないと。その際、何をするかといった場合にですね。やはり大きな団体、組織があったほう

が動きやすいというところもございます。ですから、各商工団体を活用させていただいて、景

気をとにかく浮揚させようと、早く早期になるべく早く復活させようというような思いが強う

ございました。それで、その関係で、今回、５団体という形で、今現在、動いているところで

すけれども、確かに議員おっしゃるように、小さなところまでやるべきだというふうな御意見

もあるかと思うんですけど、今回は、とにかく時間的にもそういった余裕がなかったというこ

とも理解していただければなというふうに思います。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） だから、今回のこの事業についてはそれでいいけれども、じゃあ、漏

れた人たちに対して、今後、どういう対策をとっていくのかを考えてほしいと私は言ってるん

です。このコロナの問題も簡単に済む問題ではなくて、これからずっと続いていきますので、

今後ですね、今やってるお店とかを廃業、もう閉めなければいけないとか、縮小しなければい

けないとか、いろんなのが出てくると思います。このまま続けば。だから、これをだめだて言

ってるわけじゃなくて、もちろんこういう支援も大切だけれども、そこから外れる人たちもい

るていうのが、もう部長も認識しておられるわけだから、じゃあ、どれぐらいの人がいるのか

ていうのは、調査しなければいけないんじゃないですか。で、調査して、そして、じゃあ、こ

ういう人たちに対してはどういう対策がとれるかていうのを考えていかなければいけないとい

うふうに思うんですけど、今後、もう一度、再度お尋ねします。そういう入っておられない方

たちの支援については、今後、対策を考えていただきたいと思うんですけど、いかがでしょう
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か。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） 私たちとしましては、いろんな情報の提供であったりとか、

御相談受けたりとかというのは、これまでもやってきましたんで、それなりにずっとやってい

きたいと思うんですけども。経済に関わることに対しましては、やはり事業者さんの思いてい

うのもあるかと思います。そこら辺は、充実してやっていかなければいけないんですが、加盟

していない団体をですね、正直言いまして、先ほど議員が言われましたが、先般の議会のとき

に１，５７７事業所で、商工会さんに入っておられるのが９５６事業所だと、単純に引くと、

６２１の方が事業所が入っておられないていう単純な計算になります。ただ、そこには、商工

業関係者だけではないので、あれなんですけども、それを一つずつ回るとなるとですね、相当

な労力を発します。そこをしながら、本来はしなければならない部分もあるのかなと思います

けれども、現状で、そこまでまだ行き届いてないというところでございます。支援につきまし

ては、担当の部署のほうとも、少し話を再度行いたいと思いますので、御理解いただきたいと

思います。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） １軒１軒回って調査せんでも、そういう方法はいっぱいあると思いま

すので、ぜひ、とにかくこういうコロナによって影響を受けている市民の皆さんですから、そ

ういう人たちに漏れがないように、ぜひ考えていただきたいというふうに思います。市長は、

この件については、いかがお考えでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 今、我々が持ってるのは、本当に経済センサスていう数字のデータと、

そういう商工の加盟数とかですね、そういうデータはわかるんですけど、今、やっぱ社会もか

なり多様化されてですね、どういった方々がどういった仕事をしてるかていう、はっきりした

数字を把握するていうのは、非常に困難な部分はあるとは確かに思ってます。 

商工会という組織がですね、任意団体であるんですけど、８割は国、県、市、いわゆる行政

のお金で運営されているところで、市としてもかなりの補助金を出してる団体ですから、やっぱ

り経済対策については、協力関係でやっていかなければならないと思うし、これまでもプレミア

ム商品券の発行とか、そういったのも商工会に委託して事務局をやってもらってここまでやって

きたということもございます。ですから、今後も、商工会が経済対策の中心のパートナーである

というのは変わらないと思ってるんですが、市の事業を委託する以上、例えば、商工会に事務局

があっても、商工会に入ってない方も利用可能とすることは十分できるとは思っております。そ

ういう呼びかけはできるのかなと思ってますが、商工会の中にそういうスタンプ組合とか、ああ

いう組合が２次組織としてあってるんですよ。そういう団体が独自にやっぱり自分たちで経済対

策を何か行いたいという声が上がれば、やっぱ我々も支援しないといけないし、それと、それは

また別として考えてですね。ですから、何も加盟されてない方というのは、拾いだすというのは
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非常に難しいので、そういう呼びかけることはできるのかなというふうに思います。ただ、手厚

くていうわけじゃないですけど、我々も困ってる方に手を差し伸べようと思ったら、何らかの形

で団体に所属されていたほうが、我々も目がいき届きやすいし、そういった意味では、商工会と

いう団体も、申告であるとか、資金調達とか、そういった面では非常にメリットがあるので、入

っていただいたほうがいいんではないかなという思いもございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） そういう団体に入ってない事業者の把握はなかなか難しいということ

ではありますが、今１番大変なのは、そういう商売をされている人たちだと思います。皆さん

の声を吸い上げて、そういうのをいろいろ聞き取りなどして、ぜひ、今後もですね、対策を考

えていただければといういうふうに思います。 

 時間があまりなくなりますので、次に移ります。 

新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免についてですけれども、これは、４

月７日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策についてで、生活に困っている

世帯や個人への支援の一つとして、感染症の影響により一定程度収入が下がった方々などに対し

て、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除などが盛り込まれ、令和２年度の補正予算で365

億円が計上されています。厚労省からは、４月８日と５月１日に新型コロナウイルス感染症の影

響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に対する財政支援についてとい

う通知が出されています。コロナの影響により、前年度収入から３割以上の減少が見込まれる世

帯など減免されるのですが、上天草市の場合、申請など現状はどうなっているのかということで、

気になりましたので、広報やホームページで探しましたが、どこにも掲載されていませんでした。

まだ対応されておられないのでしょうか。市民への告知など、どうなっているのかお尋ねします。 

○議長（園田 一博君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（水野 博之君） よろしくお願いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減

免については、国の支援策として、議員おっしゃられましたとおり、令和２年５月１日付けで、

熊本県を通じて財政支援の基準が示されております。本来であれば、減免制度について、被保険

者の皆様に周知を行い、減免申請受付を開始しておくべきところですが、ほかの自治体と比べて、

本市の対応が遅れている状況になっております。国が財政支援の対象とする減免基準については、

市町村が条例に基づいて行った減免措置が条件となっており、本市においては、減免の基準に関

し、上天草市国民健康保険税減免基準に関する規則で必要な事項を定めているところです。 

今回の減免措置にあたっては、本規則を国の基準に見合ったものに整備する必要があり、対

応に時間を要したことから、被保険者の皆様に御迷惑をおかけしております。遅れることにはな

りましたが、９月４日から市のホームページに減免に関する記事を掲載しております。また、被

保険者の皆様に対する減免制度の周知及び減免申請の受け付けについては、９月１５日から開始
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させていただくこととしているところです。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） よその自治体では、もう大体５月１日にあったわけですから、５、６、

７、８、今９月。もう４カ月ちょっと過ぎてるんですよ。いつまでかかってその条例をつくり

変えないといけないのかて思うんですけど、よその自治体では、もうとっくに始まってて、も

う受け付けもされてるんですよね。 

それで、そもそもですね、国民健康保険法には、特別な理由がある被保険者に対し、第７７

条の規定に基づき、保険税の減免を行うことができるということになっています。このコロナの

影響による収入が減ったという理由は、この特別な理由になるんではないかと思いますけれども、

じゃあ、上天草市は何カ月もかかってる。ほかの自治体はもうとっくにできている。この違い、

差ていうのは何だと思われますか。 

○議長（園田 一博君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（水野 博之君） 県下１４市の状況として、議員おっしゃられましたとおり、

早いところでは５月、ほとんどの自治体が６月中旬から７月までにはホームページ等で市民へ

の周知を行い、減免申請の受け付けも開始しております。国の財政支援を受けるため規則等の

整備が完了するまで被保険者の皆様へ周知を控えていたところではありますが、規則の改正に

あたって、職員の専門的な知識が不足していたこと。私の業務に係る進捗状況の把握が不足し

ていたことなどから、時間を要する結果となってしまっております。 

いずれにしましても、これから被保険者の皆様に対して十分に周知を行い、減免対象者の

方々に漏れなく周知できるように取り組むこととし、減免申請受け付けを丁寧に行ってまいりた

いと考えております。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） これはですね、私が思うに、事務的なミスではないかと思うんですね。

職員のね。で、市長、これまでも事務的なミスが幾つかあったじゃないですか。こないだ質疑

のときにもありましたけれども、二重チェックというか、チェックミスとか、そういう答弁を

されましたけれども、その前の総務で非正規職員の給料遅延の問題とか、そういう事務的なミ

スということで、今も部長が答弁されましたけれども、職員に専門的な知識が不足していたて、

まだ若い職員はそういう専門的な知識が不足している職員もいるかもしれないけど、そこには、

もうベテランの職員もいるわけですから、こういう事務的なミスを起こしてはいけないという

ふうに思うんですけれども、市長はどう考えられますか。 

○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） そうですね。何をもって専門的知識が不足してたかていうのは、ちょ

っと私もよくまだ理解してないんですけど、５月の段階で、保険税の減免措置があるというこ

とは、市の回覧というか、世帯に配布する説明のほうでやってますので、職員もその保険税の

減免があるというのは、皆認識はやっぱしてたということです。ですから、その後もですね。
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問い合わせがやっぱ数人からあってますので、その方々には、今しばらくお待ちくださいとい

う答えをしているようです。私が聞いたところ。ですから、その認識はあったけども、結果と

しては遅れたと。それについては、私のほうも素直にお詫びをしたいというふうに思いますし、

ここまで遅れたということは、やっぱ何らかの形で仕事に忙殺して対応できなかったというふ

うに考えるしかないのかなというふうには思ってます。ただ、全体として、その進捗を管理で

きなかったということは、それを管理する立場の職員、で、ひいてはですね、私のほうまでや

っぱり責任があるというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） 仕事に忙殺されてということでありますけども、これまでのことでも

そういうことがありました。職員の皆さん、本当に通常の業務に、こういうコロナの対策の業

務が入ってくるわけですから、本当に大変だと思います。だけど、どこの自治体でも、それは

一緒なんですね。だから、やはりその中で大変だと思うんですけど、頭を回転させながら、そ

ういうことにいろいろ対応していかなければ、やはり市民の皆さんに迷惑をかけてしまうこと

になりますので、この非常に遅れてる問題は、もう少し深刻に考えて、しっかり対応していた

だきたいと思います。 

このコロナの影響による減免申請の状況ということで通告しておりましたが、まだされてな

いわけですから、これは、ゼロということでしょうけれども、今、市長が言われたように、相談

は数件あってるということですので、そこをちょっと少し説明して。どんな何件ぐらいで、どう

いう。 

○議長（園田 一博君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（水野 博之君） お答えいたします。 

 これまで新型コロナウイルス感染症の影響と考えられる国民健康保険税の減免についての御相

談については、６件受けております。準備が整うまで、先ほど、市長がおっしゃられましたとお

り、お待ちいただいているというような状況です。 

また、関連しての発言になりますけれども、徴収猶予の特例に関しましては、９月７日現在

で、国民健康保険税では４件の申請があっており、93万5,300円の徴収猶予の許可を行っている

ところです。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） ５月１１日付けの厚労省保険局国民健康保険課の事務連絡では、でき

る限り速やかに保険税減免に係る周知方法や申請受付等を開始していただきたいと書かれてい

るでしょ。部長も見ておられると思いますが、なぜ、これが速やかにできなかったのかていう

ことは、先ほどになりますけれども、ということです。これは、深刻に反省していただいて、

早急に解決していただきたいというふうに思います。 

 この現状を踏まえた今後の対応はということを通告しておりますが、これは、もうそもそもか
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らしなきゃいけないということなので、本当に早急に対応していただきたいというふうに思いま

す。対象となるのは、今年の２月１日から来年の３月３１日までの納期期限が対象となっており

ますので、既に納付しておられても、さかのぼって、これは申請することができます。また、３

割減少についての判断ですが、これも見込みで判断することとして差し支えないとされています

よね。６月１６日の参議院厚生労働委員会において、うちの共産党の倉林明子参議院議員の質問

に加藤厚労大臣が答えていますが、結果として、もし、その収入が３割以上減少しなかった場合

においても、国の財政支援の対象になると大臣は述べ、返還を求めない見解を示しています。で、

５月１１日付けの事務連絡には、Ｑ＆Ａで掲載されていますよね。これも御存じでしょ。ぜひ、

そのＱ＆Ａも見ながら、大臣の答弁なども参考にしながら、市民の皆さんの相談にはのっていた

だき、的確に対応していただきたい。跳ねのけられることがないように、しっかり相談にのって

いただきたいというふうに思います。 

 では、次に移ります。市内小中学校における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策につい

てですけれども、コロナ感染拡大は子供たちにも大きな影響を与えています。安倍首相が思いつ

きで号令した一斉休校、学校再開後も互いの間隔をあけなければいけない。給食は黙って食べる。

音楽では合唱ができないなどなどあります。このコロナ禍での新しい生活ということですが、い

つもと違う生活で戸惑いもあり、ストレスも感じる子がいることだと思いますが、現在学校が始

まりました。学校の感染防止対策は、どのようにされているのでしょうか。簡単に説明をお願い

します。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） よろしくお願いいたします。 

 現在、小中学校で実施している新型コロナウイルス感染防止対策といたしましては、児童生徒

が本感染症を正しく理解し、正しい行動をとるための指導、登校時の健康観察、発熱等の風邪症

状が見られる場合は症状がなくなるまで自宅待機、三つ目として、消毒用アルコールによる手指

消毒や手洗いの実施、マスクの着用、スクールガードの使用、四つ目といたしまして、各教室に

換気用サーキュレーターの設置などによる換気の徹底、それと、五つ目といたしまして、放課後

等を活用し、消毒作業や清掃作業の実施等を行っております。また、１学級２５人以上のクラス

におきましては、教室内の密集を回避するため、空き教室に空調設備等を整備し、電子黒板等の

ＩＣＴ機器を活用した分散教室による授業の実施を目指し整備を進めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） いろいろ対策をとられているというふうにわかりました。先ほども言

いましたように、子供たちは新しい生活様式に慣れるまで大変だし、特に、低学年の子供たち

は大変かなというふうに思います。なかなか慣れることも難しいかもしれません。感染を防止

するための道具や器具というのは、先ほど部長が言われたように、すぐに対応できるかもしれ

ませんが、メンタル部分の対応も、しっかり今後考えていただきたいというふうに思います。 
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今、全国で安心安全な学校生活をと、少人数学級を求める声が大きくなっています。上天草

市は、小人数のクラスが多いと思いますが、今議会には２５人以上のクラスを分散して、先ほど

部長も答弁されましたが、分散して授業を行うための補正予算が計上されています。通告では、

３０人以上のクラスはどれだけかということで通告していましたが、市の対応が２５人以上なの

で、学務課には伝えましたので、現在２５人以上のクラスがどれぐらいあるのかていうのをお尋

ねします。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） 本市の１クラス２５人を超える学級数につきましてですが、小学

校では５７学級中１５学級、中学校におきましては、２５学級中１２学級でございます。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） 小学校で１５学級、中学校で１２学級が、今回、その分散して授業を

するというのの対象となるということで理解していいんでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） はい、そうでございます。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） 今、説明もありましたし、２５人以上のクラスが小学校で１５、中学

校で１２ということですので、その分は分散ということで対応していかれるということになる

と思います。この分散をするための授業を、電子黒板とか言われましたけれども、これは、本

当に三密を避けるためには必要なことだと思いますけども、結局、１人の先生が授業をされる

わけですので、一つのクラスには、その担任の先生はいずに黒板とかそういうので見るわけで

しょうけど、そこに補助員ていいますか、大人が、大人ていうか先生がおられると思うんです

けど、そこの体制はどんなふうになってますか。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） 先生がいらっしゃらないクラスにおきましては、業務が空いてい

る先生ていうか、授業されてない先生が入られたりとか、学習支援員の方が、学習補助員とか

ですね、支援員の方が入られるようにしております。６月補正におきまして、５人の学習支援

の予算措置も行われているところでございます。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） ７月２日には、全国知事会、全国市長会、全国町村会連名で新しい時

代の学びの環境整備に向けた緊急提言が出され、文部科学大臣に要請されています。今後、国

も少子化に向けて考えていかれることだというふうには思いますが、これは、すぐに実現する

ことではないと考えます。上天草市の場合、小人数学級は、先ほど数字が出ましたけれども、

やりやすいのではないかというふうに考えます。この小人数学級が実現すれば、先ほどは支援

の先生が別の教室にはいるということですけども、これが実現すれば先生も増えるし、先生の

負担も少しは軽減されるのではないかというふうに思うんですね。子供たちにとっては、やは
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り安心安全のためにも、小人数学級が望ましいのではないかというふうに思いますが、教育長、

教育長のこの小人数学級についてのお考えをお聞かせていただけますでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 教育長。 

○教育長（高倉 利孝君） よろしくお願いいたします。 

○６番（宮下 昌子君） 手短にお願いします。 

○教育長（高倉 利孝君） お尋ねの少人数学級の件でございますが、まだまだ分散授業という

のは難しい面がございます。それだけの教員が足りません。市からの支援員の先生方、免許を

持っておられる方ですけども、その数もまだ足りませんし、やれるところから今やってるとこ

ろですけども、やっぱり私どもも議員と同じように、非常にこれからはもうこういう少人数指

導をしていかなきゃならないと考えております。新聞によりますとですね、長野県は県独自で

３５人以下の学級編制を実施しております。その成果として、全国学力調査の平均点が改善さ

れたと。もう一つは、生徒指導上の問題行動が減ってきていると。そういういい成果が出てお

ります。ですから、そういうのも踏まえて、このコロナ禍の時だからこそ、少人数指導を取り

入れて充実していかねばならない。熊本県市町村教育委員会も一丸となって、この要望を出し

てるんです、毎年。ですから、この時期に、皆さん方のお力添えもいただきながら、実現した

ら、早く実現することを願っているところです。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（園田 一博君） 宮下昌子君。 

○６番（宮下 昌子君） 今、教育長のお考えもお聞きしましたけれども、熊本県は、小学校１

年生、２年生に対しては、３５人学級で対応していますけれども、今、あちこちから国に対し

ても要望を上げているところですので、早く国に動いていただいて、これを実現できるように

ですね。みんなで要望なり出して、これはしていかなければならないというふうに思います。 

 それでは、先行して、例えば、独自でやっている自治体も全国ではありますので、上天草市で

も、２５人と言わなくても、もう３５人とか、県がやってる３５人以下とかですね。そういう形

ですると、そんなに大きくはならないと思いますので、ぜひ、このことについては、委員会の中

でも、皆さんで、教育委員の皆さんもいらっしゃるので、検討していただき、知恵を出していた

だければというふうに思います。 

 今日は、コロナ関係の質問をしましたけれども、市民の皆さんの不安を取り除き、安心して暮

らしていけるように、今後も、我々も一緒ですけど、みんなで知恵を出し合い、やれることをや

っていければというふうに思います。 

 これで、私の質問を終わります。 

○議長（園田 一博君） 以上で、６番、宮下昌子君の一般質問は終わりました。 

 ここで、昼食のため休憩し、午後１時から会議を開きます。 

 

 

休憩  午前１１時５１分 
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再開  午後 １時００分 

 

○議長（園田 一博君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 北垣潮君から、資料の配付について申し出がありましたので、会議規則第１５７条によって、

これを許可します。 

 １１番、北垣潮君。 

○１１番（北垣  潮君） こんにちは。会派令和、北垣潮です。 

 久しぶりの一般質問になります。一般質問の前に、私、大変いいことをしているなということ

で、前置きします。それは、８月１４日から８月２１日まで、防災行政無線の定時放送で、「上

天草市新型コロナウイルス感染症対策推進本部からお知らせします。全国的に感染が拡大傾向に

あり、最大限の危機感を持って対応すべき状況が続いておりますと。市民の皆様には、これまで

同様、マスクの着用、手洗い等の基本的な感染防止対策と、新しい生活様式の徹底、県境を越え

た移動の自粛をお願いします。また、これまでに感染された方、その家族、職場関係の方々など

に対する不当な扱いや、嫌がらせ、誹謗中傷などがないようお願いします。自分と周りの人を守

り、社会を守るための行動をお願いします。」と放送されておりました。私も大変感激しました。

ある町では、感染された方の家に卵を投げつけたり、そういうこともあったと聞いております。

そういうことで、ああ、上天草市はよかなと私思いました。 

 今回、魅力ある雲仙天草国立公園を目指してということで質問します。こういう質問をするき

っかけとなったのは、福岡の人から、福岡の知り合いから、天皇陛下が写ったこの昔の写真を送

っていただきました。今はない宮地村漁業協同組合というのが裏に貼ってあります。書いてあり

ます。その人の、その中に、６０年ぐらい前に天草に行ったと。三角から船に乗って本渡まで行

ったということで、本当に天草はきれいなところだと書いてありました。そして、２０年後に、

宮城県ですかね、仙台の松島に行ったけど、もう天草と比べたら、もう天草はたいがよかったと

いう話を、ということを書いてありました。確かに、私も行ったことはありませんけど、仙台の

松島に行ったことはありませんけど、西本議員に聞いたら、俺は何回でん行っとると。松島と同

じ松島で姉妹都市みたいなのをつくっておったからということでありました。松島、向こうの海

は汚いという、色がですね、海の色が、そういうことも聞きました。松尾芭蕉が、ああ松島や松

島やということで、それがいつも頭にあって、向こうの松島は良いのかなという錯覚をしており

ました。 

今、現在、海で船で八代とか熊本とか行きませんけど、以前は、八代に行くにも、熊本に行

くにも船でありました。姫戸の雨龍崎とか小島公園とか通るたびに、わーよかところだなと。自

分自身も、天草の私も思いました。この国立公園にすべく先輩方が、先人の方々が、天草島民全

体がこぞって雲仙天草国立公園という形で発足するようになりました。でも、今現在どうかなと

いうところもあります。私も、名刺の裏に、龍ヶ岳山頂から撮った写真とともに、国立公園の父、
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田村博士の龍ヶ岳から言葉を述べられたところを印刷しております。天草国立公園化について、

私は、全国の国立公園候補地をほとんどくまなく調査したが、自分の知り得る範囲において、恐

らく日本一の景観であり、美観であり、大観であると。スイスの湖水美もはるかにこれには及ば

ない。昭和８年２月１４日。龍ヶ岳山頂にて言われております。 

 今回、樋合リゾート開発におけるマリーゴールドの問題についても質問するつもりでおりまし

たけど、同じ会派の西本議員が聞かれるということで、調整して、今回は遠慮することにしまし

た。地元のことであり、もう私より西本議員のほうがいいんじゃないかと思って、私もやめまし

た。 

 次に、市内の海や港において、梅雨時期には、河川から、ほとんど球磨川と思いますけど、河

川からの流木やプラスチック等のごみが流れ出しているが、清掃船を導入する考えはないか、質

問します。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） よろしくお願いいたします。 

 今、御質問の件につきましては、経済振興部の農林水産課と市民生活部の生活環境課の両面か

らあたっておりますので、それぞれの立場からお話を少しさせていただきたいと思います。 

 上天草市沿岸において、市が管理する海域は、上天草市港湾、漁港及び海岸保全区域内であり、

その他一般海域は、熊本県が管理することとなっております。例年、市が管理する海域に漂流及

び沿岸に漂着している流木などの処理については、災害復旧事業や環境省の海岸漂着物等地域対

策推進事業で、国の補助金を活用して実施しているところでございます。 

清掃船の導入ということでございますけれども、八代海沿岸で運用されております国土交通

省の「海輝」「海煌」程度の新たな清掃船を購入した場合は、建造費や管理費が、また、そのよ

うな船舶を借り上げる場合でも、多額の費用が必要になるかと思われます。漂流漂着する流木な

どのごみについては、例年、梅雨時期に発生しており、日常的ではないことから、市の財源の軽

減を考慮しますと、先ほど申しましたように、災害復旧事業や環境省の海岸漂着物等地域対策推

進事業といった国の補助金を活用して対応したほうがいいのではないかと考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（水野 博之君） よろしくお願いいたします。市民生活部の立場で答弁させて

いただきます。 

 閉鎖性水域である有明海、八代海においては、漂流ごみ、流木やプラスチックなどが時期によ

っては大量に漂流漂着している現状があります。市の対策として、県の補助事業である海岸漂着

物等地域対策推進事業を活用し、漂着ごみの回収処分を行っております。また、漂流ごみについ

ては、国土交通省九州地方整備局の清掃船「海輝」「海煌」に回収処分を依頼しているところで

す。 
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 清掃船の導入については、１隻の建造費が約10億円。年間の運転管理料が約1億5,000万円。そ

の他メンテナンス料など高額な予算が必要であると伺っております。現在、活用している補助事

業においての清掃船購入は困難と理解しているところです。 

 本市としては、これまでどおり県の補助金を活用して、漂着物の回収に取り組むとともに、あ

わせて適正な資源ごみの分別の指導、循環型社会形成の推進、河川等にごみを出さないなど、市

民の意識改革に引き続き取り組んでいきたいと考えております。 

○議長（園田 一博君） 北垣潮君。 

○１１番（北垣  潮君） 「海輝」「海煌」ていうのは、沖合ばっかりでですね、浅いところ

までこんとですね。特に、大矢野と松島の間とか、そういうところではあまり見かけたことは

ありません。この問題については、大矢野の元議員の先輩から、この間御飯食べにというか、

昼御飯を何人かで食べに行ったら、レストランに食べに行ったら、その人がおられて、あんた

は歴史のことばかり言うが、この海に浮かぶ漂流ごみのことも質問してくれと。問題として取

り上げてくれと言われました。また、以前に、西本議員からも、漂流ごみに対して、どうかで

きないかということをお伺いして、大分の別府市は清掃船を持っておるという話も聞きました。

また、ほかの自治体でも持っているところは何カ所もあります。「海輝」「海煌」というああ

いう大きな船じゃなくても、小さい船でもできると思います。確かに、ごみに対しては国の予

算がついておりますし、県から市にきて、市ではシルバー人材センターが頑張っておりますし、

県漁連からは、５部会にきて各組合にきております。 

今の山下教育部長が議会事務局長の時代に、全国海ごみ対策議員連盟というのが立ち上げる

から行かんですかということで、私も東京まで行ってきました。そこには、鹿児島大学海洋学部

教授のおじいさんが樋島出身という藤枝教授というのがおられまして、海上保安庁からは、大道

の人も、お父さんが大道の人ていう人が来ておられました。何十人かという、５、６０人の集ま

りで、龍ヶ岳関係から３人も集まりびっくりしました。私自身も洪水の後、島のようにごみが流

れ出して龍ヶ岳方面に流れてくるということを、東京の会議で発表させていただきました。藤枝

教授は、樋島が祖父の島ということでまわって来られ、樋島の上桶海岸でごみの調査をされまし

た。民主党政権時代に、山形出身の自民党の代議士ですけど、加藤浩一代議士が、この海ごみ問

題で予算をつけるようになり、全会一致で成立しました。 

しかし、予算がついてもですね、なかなかやってくれと言うても、まだ予算が来とらんから

とか、何日も待たなければなりません。この間、台風の前に、うちの海水浴場にいっぱい流れて

きておったけんですね、どやんかしてくれと言ってもなかなかしてもらえませんでした。台風で

風が変われば港の中にいっぱい入るということで、船にも災害が起きる可能性があったために、

副市長に電話したら、すぐ何か手もまわしてやってもらって、本当に私たちは助かったわけであ

ります。本当に感謝感謝です。私は、やっぱりああいう大きい清掃船でなくてもですね。別府み

たいな、あれくらいの清掃船があれば、すぐごみが来ても、すぐ対応できるわけです。その辺を

何か考慮して検討してもらえんですか。市長、どうですかね。 
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○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） その別府の船が、どの程度の大きさなんですか。 

○１１番（北垣  潮君） 普通の漁船ぐらいの＿＿。 

○議長（園田 一博君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（水野 博之君） すいません。今、議員のほうから、別府というようなお話が

ありましたけれども、実際は、大分県。県が所有している船で「清海」という船になります。

１７トンということで伺っておりますけれども、この現在の船が清掃船が４代目ということで

伺っております。平成２２年に導入されたというところで、取得に1億3,000万を要したという

ことで伺っている状況です。年間２１０日間ほど運行してるというようなお話は伺っていると

ころです。 

○議長（園田 一博君） 北垣潮君。 

○１１番（北垣  潮君） やっぱりですね、そがん金かけんでもできると思うとですよ。だけ

ん、このごみは、この観光地上天草市にとってマイナスじゃないかなと思います。海水浴に来

られた方も、ごみがあって、またほかのところに移動されたりしております。阿蘇と天草と比

べた場合、この天草のごみ、これでやっぱりお客さんが少ないんじゃないかなと、私はいつも

思っております。阿蘇はあんまりごみなかですもんね。私もしょっちゅう阿蘇に行くんですけ

ど、ただ１回レジ袋が落ちていたことがありましたけど、ほとんどない状態であります。その

辺も考慮してですね。県とかにもお願いしたり、国とかにもお願いしたりしてできないもので

しょうかね。市長、お願いします。 

○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） そうですね。国とか県にお願いするというのも、当然やっていかない

といけないんですが、我々としても、やっぱりやらないといかんことも多分にあります。ごみ

問題は、確かに大きな課題だと思ってますし、季節ごとに、毎年定期的にいろんな災害があっ

て、やっぱりごみが出てまいりますので、うまく対応できるように体制を整えないといけない

というふうには思ってます。 

ごみを集める船をということなんですが、もう御承知のとおり、やっぱり船ていうのは、当

然取得するのにも多額なお金がかかるし、維持管理もやっぱり必要です。どちらかというと、行

政で船を、我々ぐらいの自治体が船を持つというよりは、やっぱり民間に委託して、民間に協力

をしていただいてごみを集めるというやり方のほうが現実的じゃないかなというふうには思って

ます。今回も、ここ数年では例がないぐらいごみが出ました。うちの職員も、ごみに対しては、

一生懸命あたってはくれたんですが、現実的に考えると、やっぱり民間の人たちの協力がないと、

なかなかタイミングよくごみを集めるということは、非常にやっぱり難しいていうのもよくわか

りました。今回は、漁業組合であるとかですね、地域住民の方々の協力を、体制をですね、やっ

ぱり日頃からとっておくということが、一番重要じゃないかなというふうに思ったところです。 

○議長（園田 一博君） 北垣潮君。 
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○１１番（北垣  潮君） 確かに、市長の言われるとおり、民間の協力を得てやっていかなけ

ればと私も思います。民間でもそういう事業をやりたいという人もおられますし、その辺のと

ころを考えていかなければと私も思います。 

 次に、国道２６６号線沿い前島入り口部分の法面が、金網がむき出し状態になっているから改

善できないかと、天草市の方々から指摘されます。景観のいいところを見てきて、そして、前に

ちょっと行ったら金網が広がっているということで、もう苦情がいっぱいです。これについては、

どうもできないですか。 

○議長（園田 一博君） 建設部長。 

○建設部長（小西 裕彰君） よろしくお願いします。 

 まず、前島入り口部分の法面の整備内容としましては、あれは、金網ではなくて、緑化を目的

としました植生マットを全面に設置しております。当該箇所は、雲仙天草国立公園第三種の特別

地域でありまして、前島交差点整備工事の実施あたっては、自然保護官と事前協議を行いまして、

また、整備内容につきましては、環境省の許可を得て工事を行っているところです。一般的に、

自然公園内の法面整備につきましては、周囲の自然と調和のとれる在来種による緑化が基本とさ

れていることから、当該箇所においても、周囲の草木の種子を捉えて植生する自然侵入促進型植

生マットを使用し、整備を行ったところでございます。 

 今回、整備を行った法面は、全般的に軟岩となっており、法面下部においては、一部、硬岩  

が露出しております。現場の土質に適合した植生マットを使用しておりますが、岩の強度や、法

面の角度も影響し、緑化速度が遅れている状況にあると認識しているところです。ただ、現地を

確認しますと、少しずつではありますけども、着実に緑化しているため、数年後には、周囲の法

面状況と変わらないような緑化法面が確保できるものと考えており、今後も、経過の観察を行っ

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 北垣潮君。 

○１１番（北垣  潮君） 答弁の時間が長くて、もう時間が後がありませんので、ちょっと５

番目の方から先に行きます。 

 黒島の海岸にあるコンクリートの塊の撤去について、３月議会で質問しましたが、その後の進

捗状況をお聞きします。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） この件につきましては、特に進捗はございません。本年第

１回定例会の中で、基本的には、土地の所有者と承認を受けた漁業者並びに地元漁協の意見が

重要と考えていると＿＿。 

○１１番（北垣  潮君） もうそれは聞きました。それをですね。間違ごとっとですね。黒島

も国立公園の第２特別地域であります。この瀬子浦も同じです。特別地域です。特別地域には

ですね、このような行為に対しては規制があります。わかっておりますか。では、どういう規
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制がありますか。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） あそこも海域と陸域のところの境界があるかと思うんです

が、それぞれ陸域に対しては、国立公園の許可が要るということですね。で、海域については

要らないということ。そこは、瀬子浦と同じかなと思っております。それと、国立公園の指導

につきましてはですね、やはり環境省の立場ではないかなと、私は思っているところでござい

ます。 

○議長（園田 一博君） 北垣潮君。 

○１１番（北垣  潮君） 全然違います。幾つかありますけど、この中に、公益上、または、

地域住民の日常生活上必要なものであること。土砂の流出の恐れがないもの、瀬子浦もしゅん

せつ土砂のヘドロ分が流出して、この海岸の色も変わっております。元の海岸と違います。黒

島の場合も、コンクリートがあるために砂浜の形状が変わっております。これは、上天草市に

は、この国立公園の自然公園課というのは、なかですかね。あっとですか。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） 公園に関する部分についてはですね、基本的には環境省で

ございます。で、九州自然保護とかですね、 

○１１番（北垣  潮君） いやいや、上天草市にないかということを聞いてるんです。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） ですから、特別こちらで受け付けることはありません。 

○１１番（北垣  潮君） なかっですか。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） はい。 

○１１番（北垣  潮君） いや、これに対してはですね、お問い合わせとして、各市町村自然

公園担当課、市町村の自然公園担当課に聞いてくださいというのが書いてあっとですよ。だけ

ん、本当は、国立公園を有している上天草市にとって、やっぱ自然公園担当課というのは、置

いておかなければ、もうこの国立公園も無残な状況になるわけじゃありませんか。この黒島に

ついても、いや、あんたに聞いとらん。黒島についても、瀬子浦についてもそうなんですよ。

ただ、アサリを養殖すればいいと。アサリで逃げよっとですね、アサリが可哀想と思わんです

か。アサリを養殖すれば、しゅんせつ土砂を捨てていいと。本当にめちゃくちゃなことをやっ

ぱしよるとですね。 

この間の説明会の、あの赤崎であった説明会でも、もう地域住民の人たちには、もう聞かん、

説明せんでもいいというような発言があったそうですけど、やっぱり地域住民の人にも説明せな

いかんとですよ。地域の人たちが大事にしていた砂浜であり、貝とかを掘っていた砂浜でありま

す。倉岳の人たちも言いますね。あそこは、タコとか、ガネとかいっぱいおったと。アサリ、ハ

マグリもいっぱいおったと。昔の写真があると思いますけど、本当にきれいな砂浜であったわけ

です。今はもうヘドロが流出して、黒い砂浜になっとるわけじゃありませんか。本当にこういう

ことをしていいんでしょうか。私は、何かこう、漁協がしたというふうなふうに書いてあります
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けど、漁協がそういうことをするわけありませんでしょう。私のところにも、市の職員が来まし

た。私のところの海岸に入れていいですかと。そがんことは出来るもんかと。私は漁師しよると

ぞと。そやんしゅんせつ土砂なんかを置けば、魚も何もおらんごとなってしまうということで、

追い返しました。何か大道漁協がするというような話で進んできておりますけど、話を持ってい

ったのは、大道漁協ですか。上天草市ですか。そこはわかりますか。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） 今、先ほどは、黒島の話だったんですが、今は瀬子浦の話

でよろしいですか。 

○１１番（北垣  潮君） 同じです。黒島も瀬子浦も。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） 黒島のコンクリートの塊については、旧町時代のことでで

すね、今というか、龍ヶ岳の若手の職員に聞いても存じ上げないところが多くてですね。漁協

に聞いた中で発言をさせていただいておりますので、そこはご理解ください。 

○１１番（北垣  潮君） 漁協とは別なんですよ。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） いやいや＿＿。 

○１１番（北垣  潮君） 漁協がすればよかていう問題じゃなかですよ。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） いや、違う、状況がわかりませんからということで聞きに

行ったということです。 

○１１番（北垣  潮君） わかりました。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） ご理解いただけますか、お願いいたします。 

○１１番（北垣  潮君） はい。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） それと、先ほどですね、瀬子浦の説明会の折に、地域の人

には説明しなくてもいいというような発言がありましたけれども、それは違います。私もその

現場におりました。で、地元の区長さん、評議員さん、瀬子浦を守る会の皆さん、３名ですね。

それと、漁協の理事の方がいらっしゃいました。その中で、私たちは、あくまでも、守る会の

方は土砂を取れとおっしゃる。しかしながら、大道漁協の方は、アサリの養殖をしたいと。だ

から、敷きならしをしてくれとおっしゃるということで、地域の調整を行いたいということで

来ましたということで、私たちは行きました。それで、先ほどの発言なんですが、区長さんの

ほうから、もう７年前に地区としては同意をしていると。その中で、もうここで決めても良い

んじゃないかというような発言があったのは確かですけども、しなくてもいいというような発

言は誰もしてはおりません。御理解ください。 

○議長（園田 一博君） 北垣潮君。 

○１１番（北垣  潮君） やっぱり地域の人にも説明はせないかんと、７年前と今度はまた違

うでしょうし、７年前とはいろんな説明も私は違うと思います。７年前は、阿村港のしゅんせ

つ土砂の話はなかったと聞いております。もう本当にあきれる、この間の＿＿、どっからいく

かな。この間の宮下さんの質疑に対して、市長はそういうことを言ったことはないということ
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を言われておりましたけど、それは本当ですか。市長にお願いします。 

○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） はい。宮下議員にお答えしたときにはですね、ですから、撤去をする

とかですね。竹島に持って行くといった発言はいたしました。いたしましたが、北垣議員との

やりとりの、当時のやりとりをよく思い出していただければわかるかと思うんですが、土砂を

全部撤去するということを明言したわけでありません。ただ、自然公園法に抵触する状況にあ

るというのは、こちらも認識してますので、まず、自然公園法に抵触しない、やっぱりそうい

う状況に改善をする必要があるだろうというふうには申し上げたつもりです。その分について

ですね。撤去する必要がある分については撤去して、そして、竹島のほうに持って行くことに

なるんじゃないかというような思いで申し上げたところでございます。 

○議長（園田 一博君） 北垣潮君。 

○１１番（北垣  潮君） まあ、宮下議員のときの答弁と大分違うんですけど、いや、私もで

すね、私の孫が小さいのがおるとですけど、本当にじいちゃんは汚いとか、車が汚かとか、も

う入られんとか言うんですね。それこそ、私に、私がそういうことを言えば、じいちゃんの嘘

つきて、こう何回でも言うと思います。私、尊敬する人が何人かいますけど、その中の１人に

ＣＷニコルさんという人がいます。あの人は、もう好きな言葉が、「いい考えを持っている人

は、言い続けていかないと悪いほうに悪いほうに行ってしまう」と。私も、この間、６月議会

で、初めて、議員になってから初めて一般質問を欠席しました。ちょっとファクスが違うとこ

ろに行ってしまって、ちょっと１分ぐらい遅れてしまったということでありました。まあ、こ

れは決まりだから、もう仕方がありませんけど、本当に私を選んでくれた皆さんに申しわけな

いと思っております。 

私も、その堀江市長が昨年の１２月にですねと、この答弁の中で、「地元の方々が陳情に来

られまして、お答えしたことがもう全てと思います。とにかくお気持ちも十分伝わりましたので、

現状回復に向けてですね。やれることをやっていきたいということです。で、しゅんせつ土も排

出することになると思いますので、私も竹島に持っていくのが１番いいんじゃないかというよう

な思いもしておりますし、課題が、問題が特になければですね。そういう方向に行くんではない

かというふうに考えております。」と、こういう答弁をいただきましたので、ああ、もうこれは

地域の方たちも本当に喜ばれるなあと思っておりましたが、私の友人が、もう一度、北垣さんが、

竹島に持っていくとですねと、再度確認をとらなかったのが１番悪いと。そういうふうに私にも

言われました。真面目で正直が１番取り柄の市長に対して、そういう再確認をするなど、私もで

きませんでした。 

 今回、敷きならし工事で1,700万出て、補助を出されますけど、大道漁協は幾ら出されるんで

すか。この貝の養殖に対して。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） 今回の土砂の敷きならしについては、大道漁協はお金は出
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しません。その後の管理については、漁協にしていただくということにしております。 

○議長（園田 一博君） 北垣潮君。 

○１１番（北垣  潮君） 大道漁協からも、事業計画書とか出ておるわけでしょう。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） その件に関しては、宮下議員の質疑のときも答えましたけ

ど、計画を出せということで指示をして確認をしてるとこでございます。 

○議長（園田 一博君） 北垣潮君。 

○１１番（北垣  潮君） 出しておられるわけですか。じゃあ、見せてください。じゃあ、わ

かるでしょ。幾ら出すとか。計画書が出とるなら。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） 今、指示を出しているというところで、それを確認をする

ということでございますので、そこは御理解ください。 

○１１番（北垣  潮君） どこにあるとですか。市役所にあるとですか。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） まだ提出はあっておりません。市に提出をしてくれという

ことで指示をしております。 

○１１番（北垣  潮君） 最初、あんた、それば見てから、こういう補助とか出すとが本当じ

ゃなかですか。今までのようにしとって、もう市の財政はたまらんですよ。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） 敷きならしは、平成３０年に漁協のほうから要望があって

おります。それに対しての支援というか、形でやっておりますけども、それに対して、今後ど

うして管理をしていくかというのを計画をしっかりとつくってくれて、出してくれという指示

を、私たちのほうから、今、漁協のほうにやっているということです。 

○議長（園田 一博君） 北垣潮君。 

○１１番（北垣  潮君） これは、事業計画書ば見らんば、私たちも賛成反対もできんし、本

当にアサリに対しては、今まで維和島でもされたじゃなかですか。全然効果は上がっとらん。

簡単にアサリ養殖てするけど、本当はですね。しゅんせつ土砂を捨てるための口実ですよ。ど

こもそうです。八代漁協にもそういうことで持って行かれましたけど、辞めた参事に、八代漁

協の参事に聞いたら、しゅんせつ土砂の捨て場ですよて。アサリなんかヘドロの中で育つわけ

じゃなかて。県立大の堤先生、この人はアサリの専門家ですよ。ずっと熊本県中、アサリ養殖

について指導をされております。その先生が、専門家がですね、しゅんせつ土砂でアサリが育

つもんかて言わすとやけん、なんか３０％泥分率があればよかて、誰が言わしたんですか。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） それは、さきの議会で申し上げておりますけれども、県の

漁港課ですかね、そちらのほうには確認をしているところです。 

○１１番（北垣  潮君） 漁港課の誰ですか。 
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○経済振興部長（井手口 隆光君） 名前は存じません。 

○１１番（北垣  潮君） いや、名前ば出さんばわからんもん。漁港課も何人もおらすし、俺

は漁港課に文句言って行きますよ。誰て言わんば。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（井手口 隆光君） これも、さきの議会で申し上げましたけども、当時の７年

前ぐらいの確認のメモはありませんけれども、今回、議員から指摘を受けまして、確認をした

メモはございます。ただ、担当までどうだったかなと思うんですけど、そこのメモは残してお

ります。 

○議長（園田 一博君） 北垣潮君。 

○１１番（北垣  潮君） あれくらいの中でですね。1,700万円やったかな、今度んとは。

1,780万か。費用対効果はなかですよ。私はあそこの砂とか土砂をとって、藤波貝、希少生物の、

もう全国でおらんようになった藤波貝というのが、龍ヶ岳地区にはいっぱいおるとですよ。そ

れは、刺身でも食べられますし、大きいわけです。でも、あの土砂では育ちません。全部とっ

てすれば、藤波貝を養殖すれば、もう費用対効果は何倍も上がってくると思いますので、そっ

ちをお勧めします。ということで、終わります。 

○議長（園田 一博君） 以上で、１１番、北垣潮君の一般質問は終わりました。 

 ここで、１０分間休憩します。 

 

休憩  午後 １時４２分 

                                             

再開  午後 １時５２分 

 

 

○議長（園田 一博君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 １２番、島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） １２番、島田光久です。 

 議長のお許しが出ましたので、一般質問に入ります。 

 最初に、高齢者の福祉施策の現状と課題について、お尋ねしたいと思います。 

上天草市においては、高齢者の福祉施策数多く行っております。その中で、１番要になるの

は、介護保険制度であります。介護保険制度は、平成１０年からスタートしております。高齢者

の介護を社会全体で支え合う仕組みとして進んできております。老後の高齢者の生活の不安を解

消に大きく役割を担っております。介護保険制度も２１年目を迎えております。令和２年度は、

７期介護保険制度の最終年度になっております。４月からは、介護保険の８期がスタートいたし

ます。 

 まず初めに、７期の介護保険制度の現状について、何点かお尋ねしていきたいと思います。当
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市には、介護認定者施設サービス、県下でも結構整備を整えているほうになっていると思います

けど、現時点における施設サービスの待機者の数を、まず最初に、お尋ねしたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） まず、サービス利用待機者ていうことになりますけれども、

市内の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介

護及び地域密着型特定施設入居者生活介護、これらの入所系の施設２３事業所の待機者でよろ

しいでしょうか。令和２年７月１日時点での延べ３７３人となっているところでございます。

これは、複数事業所に重複して申し込みを行っている方がいることから、延べ人数での算出と

なっておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） これは、今のは特老施設だと思うんですけど、例えば、グループホ

ームとか、老健施設とかの待機者ていうとは、この中に合算に入ってます。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 認知症対応型共同生活介護とかグループホームの部類になり

ますので、そういった入所施設全部ひっくるめての待機者ということになります。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） それと、待機者は大分解消されてきているような気がいたしますけ

ど、７期において、施設密着整備の事業計画があってたんですけど、施設整備の進捗状況は、

どのような状況になっておりますかね。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 地域密着型の施設関係の、この前応募して応募者がなかった

ていうような、その施設ですかね。今現在でも、２回応募いたしたところでございますけども、

現在、応募の方がございませんでした。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） ６期でもそうだったんで、７期でも、なかなか施設サービス応募者

がないていうことは、施設サービスそのものは、今後、どう計画されていくのか。現状はどう

ですかね。足りてるのか、足りてないのか。その辺の把握は、どのように考えられていますか

ね。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） まず、８期計画の中では、今、協議会のほうで実績等も出し

ておりまして、地区ごとに必要な数を割り出して、また計画の中には載せていく予定でありま

すけども、８期の計画は今後進めてまいりますので、そこで決めていくことになりますので、

今のところ何とも私のほうからは言えないところでございます。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 次はですね、７期計画において、新しく総合事業がスタートしてお
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ります。この総合事業における対象者数と、支援サービス体制等の状況というのは、どのよう

な状況なのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 総合事業のうち、予防給付から地域支援事業に移行した通所

型サービス、訪問型サービス等を実施する第１号事業、これは、介護予防生活支援事業と言い

ますけれども、これの対象者の数でございますが、令和２年９月１日現在でございますが、事

業の対象者としては４９名、要支援１の認定者としては２３９名、要支援２の認定者で４００

名、合計しますと６８８名となっているところでございます。 

 そこで、当該第１号事業のサービス提供事業所につきましては、訪問型サービスとして、予防

給付での訪問介護に相当する訪問型サービスが８事業所、緩和した基準による訪問型サービスが

１事業所、それと、通所型サービスとして、予防給付での通所介護に相当する通所型サービスが

１１事業所、緩和した基準による通所型サービスが１事業所であります。また、家事支援や見守

りを兼ねた配食などの生活支援サービスを３事業所に委託しているところでございます。これら

のサービスについて、令和２年６月時点で、延べ３３４人が利用している状況でございます。さ

らに、今年度から、住民主体で行う通所型サービスを新設しまして、１団体がサービスを実施し

ておりまして、２０人ほどが今利用している状況でございます。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 総合事業は、総合事業地域支援事業で総合事業をスタートしていま

すけど、今、部長が言われたのは、介護予防生活支援サービス事業ですね。利用できるのは、

要支援１、２、チェックリストの該当者ですね。それと、総合事業の中で、これ以外の高齢者

ですね。一般介護事業として、全ての６５歳以上の人が参加する総合事業とありますけど、こ

れを担っていくために、国は総合事業の中で、通いの場の充実を７期で求めていましたけど、

通いの場の開設状況と人数、参加状況についてお尋ねします。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 通いの場だけでよろしいですか。それとも、一般介護予防事

業のあっぷあっぷサロンとかもありますけど、そちらのほうも含めてということですか。 

○１２番（島田 光久君） それも含めて、それも通いの場に、市が一応通いの場と認めてもい

いような事業で、私はないかと思ってますので、それも含めてお願いします。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） それでは、一般介護予防事業の参加者等の状況から報告いた

します。地域での介護予防活動の令和元年度末時点の実参加者数と、実施箇所については、住

民主体の通いの場が９８０人で６５カ所、あっぷあっぷサロンが５０２人で４３カ所、また、

あっぷあっぷサロンから自主活動に移行しているひだまりサロン２０カ所ございまして、開催

されておりまして、２４４人が参加しております。行政区で見ると９割で住民主体の通いの場

やあっぷあっぷサロン等の活動をしておりまして、重複参加もいらっしゃいますけども、本市

の高齢者のおおむね１６％ぐらいが参加している状況です。 
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 それと、通いの場についての活動内容とか、最近の動向につきまして、次、報告させていただ

きます。通いの場は、平成２８年度末の事業の開始に伴い、登録を開始しまして、平成２８年度

末の登録は１０団体で登録者数が１２６人、令和元年度末の登録につきましては、累計６５団体

で、登録者数が累計の９４５人と、年々増加している状況でございます。通いの場の活動内容と

いたしましては、いきいき１００歳体操を行うことは必須としておりますが、その他の活動につ

きましては、団体により様々でございまして、１００歳体操以外の体操、それと、茶話会、カラ

オケ、食事会、脳トレ、レクレーションなどを組み合わせて実施をされております。通いの場の

住民主体の活動ではありますけども、立ち上げ時には、物品購入の補助とか、そういったものが

通いの場の内容でございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 国は通いの場の充実というとを、総合事業の中で強く位置づけして

いるんですけど、当市の支援ていうとは、活動支援というとは、立ち上げのときの支援、当然

みずから住民が立ち上げる通いの場ですから、当初の立ち上げは、設置時への支援だけですか。

ほかに何か支援サービスとかあります。継続するための。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） あと、通いの場合につきましては、立ち上げ時のこの補助金

でございますけども、あと、この通いの場が持続するためには、専門職の方が入っていただい

て、そういった場に入っていただいて、介護予防の指導を行っていただくというやり方もして

おります。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 県は高齢者の自立支援に向けて、利用を支援する介護研修とかリハ

ビリ専門職の派遣というのを県の事業の中に組み込んでおります。７期において、通いの場で

専門職を入れて活動している通いの場というのは幾つあります。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 今の段階で、私の手元の資料では、ちょっと調査はしており

ませんので、その数字はちょっと出てこないところでございます。 

○１２番（島田 光久君） これ７期の資料、この計画目標数値の資料をちょっと提出してもら

ってるんですけど、これを見ると少ないんですよね。専門職派遣というとが１カ所、複数で同

じところに何回か行ってるんですけど、県は、この通いの場に専門職を派遣する事業を組み込

んでおります。ちょっと私が調べると、県下でまだ５０％ぐらいしか活用されていないと。だ

から、当市においても、８期に向けて、通いの場を充実するためにこういう専門職等をしっか

り取り組めるような支援策を８期にはぜひ考えてもらいたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 今現在行っておりますけども、そういった通いの場に専門職
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というのが、リハビリテーション専門職あたりを行っていただいて、そういった指導はしてい

ただいているということです。継続していただくために、最初だけ投入しておいたこういった

方々の派遣を、今も継続できるように、そういった何回かは継続してやっているところです。

実績としまして、令和元年度は７回ぐらい行っているということになります。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） ７回というと、数的にすごく少ないと思うんですよね。年間ですか

らね。少ないと思います。実情はですね。じゃあ、時間がないので、中身は、また後で詳しく

お尋ねするとして、今、国は、認知症大綱を令和元年６月１８日取りまとめて、基本的な考え

方を公表しております。それによると、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持っ

て日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、共生と予防を

車の両輪として施策を推進するとしております。当市においても、認知症の方が増えておりま

す。また、今後も、高齢化とともに増加傾向と思いますので、この認知症、認知症ですね。認

知症を対象とした在宅介護支援サービスの当市の現在の状況について、お尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 本市における認知症患者の特定はできておりませんけれども、

参考としまして、要介護認定申請に基づき、市から主治医に紹介した意見書の記載事項の一つ

であります認知症高齢者日常生活自立度ていうのを参考として集計した結果から、認知症の症

状があると推測される人数につきましては、令和２年３月末でございますが、要介護認定者数

が２，４３８人おられますけども、その中の１，５６２人であると思われます。割合としては、

この６４．１％ぐらいが認知症の方だと思われます。 

 それと、在宅介護支援サービスにつきましては、認知症の方のみを対象としたものではござい

ませんけれども、通所系サービスや短期入所などの介護サービスがございます。また、地域支援

事業で行っている在宅介護における認知症の支援策につきましては、認知症高齢者への早期診断、

早期対応に向けた支援体制の構築を行いまして、本人、家族への支援を行う認知症初期集中支援

チームによるサポート、それと、認知症地域支援推進員を配置しての認知症の人とその家族、地

域住民及び専門職が集う認知症カフェの開催、認知症の人を介護している介護者の悩みの共有や

仲間づくりの場である認知症の介護者の集いの開催、それと、認知症サポーター養成講座受講者

に対しまして、より実践的な活動を行う上天草市の認知症協力応援隊員の要請を行い、認知症の

人の自宅や施設等を訪問しての話し相手や、認知症カフェの手伝い等のボランティアに取り組ん

でおるところでございます。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） この７期の介護保険計画において、認知症総合事業として、認知症

初期集中支援推進事業として、認知症初期集中支援チームを設置し、早期診断、早期対応に向

けた支援体制を構築するとありますけど、先ほど、部長は、認知症初期支援チームを設置して
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対応してるていう答弁であったんですけど、この７期の進捗状況を見るとですね。確かにチー

ムをつくられています。でも、７期の計画の目標数値は立ててないし、中身を見ると、ほとん

ど活動実績がない。２年間で１人だけの対応です。されていないんです。なぜ、こういう結果

になっているのか。それについてお尋ねしたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 認知症施策推進総合戦略において、認知症初期集中支援チー

ム員につきましては、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する専門職２名以

上と、認知症サポート医等の専門員１名で編成することとなっております。当市においては、

平成２９年度末に、地域包括支援センターにチームを配置しまして、平成３０年度から実働を

しております。活動状況につきましては、平成３０年度に１ケース対応をしておりまして、対

象者への訪問３回、家族への訪問１回のほか、家族との面談、認知症患者医療センターの相談

員を交えてのチーム員会議を実施しております。令和元年度におきましては、当市内の認知症

サポート医が不在になったこともありまして、当該事業においての対応はしておりませんけれ

ども、チーム員である地域包括支援センターの専門職につきましては、事業開始前から認知症

に関わる相談対応として、訪問や認知症疾患医療センター関係機関との連携による支援などの

同様の関わりを行っておるところでございます。 

今後につきましては、認知症の専門医との連携を図るため、天草認知症疾患医療センターの

医師の協力を得ると同時に、上天草市内の医療機関の医師に認知症サポート医となっていただく

よう、働きかけていきたいと考えております。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 確かに計画はされているんだけど、形はできております。でも、中

身が実績とかほとんど伴ってないと。これは、７期の計画が、もう今年度終わりますけど、８

期に向けてはしっかり体制整備されて、認知症の人相当困っていらっしゃいます。これからも

増えます。誰がいつ認知症になるかわかりませんので、そういう不安を払拭するための当市の

介護保険事業の中で、しっかり位置づけをね。私はしてほしいと思います。 

 それと、認知症支援ケア向上事業として、支援員ですね、活動支援員を確かに１人当市は社協

に委託して活動されておりますけど、この認知症、これ包括支援センターが把握一応やるんです

けど、それを社協に委託してるという形で、どれくらいの委託されてるのかですね。認知症推進

員のやっぱ役割が国が定めております。だから、どれくらいの役割分担で委託されているのか。

それわかりますか。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 認知症の地域支援推進員の活動状況でもよろしいでしょうか。 

○１２番（島田 光久君） はい。よかです。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 認知症地域支援ケア向上事業につきましては、認知症地域支

援推進員を配置しまして、当該推進員を中心として、医療介護等の連携強化等による地域にお
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ける支援体制の構築と、認知症ケアの向上を図ることを目的としております。当市では、上天

草市社会福祉協議会に事業を委託しております。推進員の行う取り組みといたしまして、認知

症に関わる関係者の連携を図る取り組みと、地域における認知症の人とその家族を支援する取

り組みとしております。具体的には、関係者の連携強化として、認知症に関わる多職種連携会

議の開催、これは年に２回です。それと、認知症の人とその家族、地域住民及び専門職が集う

認知症カフェの開催、これが市内２カ所で行われております。それと、認知症の人を介護して

いる介護者の悩みの共有や仲間づくりの場である認知症の介護者の集いの開催、これは年に６

回されております。それと、認知症の人の話し相手や、認知症カフェのお手伝い等実践的な活

動を行います上天草市認知症協力応援隊員の養成、これは平成２６年度から行っております。

現在の人員としては、４０から５０ぐらいの人数になっております。それと、応援隊員の知識

向上や交流を図り、活動支援を行うオレンジの会の開催、これは年４回、こういったものに取

り組んでおられます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 認知症支援推進員というのは、相当業務は重きにわたってると思う

んですよね。例えば、今、部長言われましたけど、医療関係機関との連携や連絡調整とか相談

業務とか、だから、医療介護が有期的に連結したネットワークができるようにとか。いろんな

目的がいっぱいあるんですけど、これによって何人の認知症に対応されたのか。そういうデー

タというとは、ほとんどわからないんですけど、その辺わかりますか。ケア会議ていうともあ

りますけど、ほとんど会は現実的に効果ば上げてるようには、全然私には見えないんだけど、

その辺どうですか。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） ケア会議ていうのは、その人、認知症にかかったその人に対

応するところではなくて、ケア会議というのは、そういった方がいらっしゃるときに、相談を

受けたときに、早期の解決ができるような、お互いの関係機関が集ってそういった勉強会をす

るようなところがケア会議だと思っていただいたら結構だと思います。それと、そういった認

知症にかかった方の何か相談とか、そういったのを受けた回数というか、そこの実績について

は、ちょっと把握はできておりません。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） ケア会議というのは、今、認知症に限らずですね、介護保険事業の

中で、なかなか難しい問題の対象者をケア会議で医療連携でやっぱ解決する方法を見出すのが

ケア会議だと思うんですけど、形はできていますけど、私はこれは中身がないんじゃないかと

思っておりますので、８期に向けて、その辺をちょっと検討してもらいたいと思います。 

 もう時間がないので、まだ次行きます。３番目に、７期介護保険における現在までの実績と課

題をどのように分析されているかと言って聞いてますけど、これは、資料で、私は大体把握して
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ますので、あとは、検討委員会が開催されると思いますので、そこの議論に期待したいと思いま

す。 

 次は、８期介護保険の策定にあたり、主な法改正と現在の計画策定の進捗状況について、お尋

ねしたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） ８期計画の策定にあたりまして、主な法改正と現在の計画策

定の進捗状況ということですね。地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する

法律が令和２年６月に公布をされ、介護保険法についても、一部改正がなされているところで

ございます。そのうちに、第８期介護保険事業計画の作成に当たりましては、令和元年６月に

取りまとめられました認知症施策推進大綱、これを踏まえた内容とする見直しを行うことが一

つ。それと、市の人口構造の変化の見通しを勘案すること。これが二つ目。三つ目に、高齢者

向け住まいの設置状況について記載するとともに、有料老人ホームの設置状況に係る都道府県

市町村間の情報連携の強化を行うこと。これが、三つ目です。それと、もう一つ、介護人材確

保及び業務効率化の取り組みについての記載を追加することとされておるところでございます。 

 現在７期計画で見込んだサービス量等の実績や事業の進捗状況とその評価及び課題の整理、介

護予防日常生活圏域ニーズ調査や、在宅介護実態調査の集計分析の報告を行いまして、１回目の

推進委員会を終えたところでございます。 

 今後につきましては、分析結果をもとに、施策の検討、将来推計を行いまして、推進委員会で

の協議を踏まえて、計画の作成を進めていくこととしております。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） では、８期に向けて、推進委員会を１回されたと。推進委員会で８

期に向けて膨大な資料があるんですけど、これについて、何か意見とか、何かありましたか。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） まず、この第１回目につきましては、実績等の報告と今後の

動向、法改正の内容とか、そういった報告になっておりまして、まだたたき台が出たところで

の内容協議ということになると思いますので、次回以降からていうことになると思います。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 私の聞いたところによると、推進会議が数十名いらっしゃるんです

けど、コロナ対策で３０分ぐらいで終わったというようなことを聞いております。確かに、コ

ロナ対策で密着ということで、会議がなかなか厳しいと思うんですけど、やっぱり膨大な資料

相当ありますので、このデータは推進委員の方からやっぱもらって改正につなげないと、会議

の短い時間だけで分析とかですね、あれは私はできないと思うんですけど、どうでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 資料の提示はしておりますので、そのあと意見等がございま

したら、事務局のほうに申し出てくださいというような会議の終わり方をしておりますので、
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質問だったり、そういった部分があれば、今後出てくるかとは思いますが。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） では、次ですね、保険者機能強化交付金等を活用した一般会計によ

る介護予防等に資する独自事業が新項目として今国が追加しております。これは、新たに予防、

健康づくりに資する取り組みに重点化した施策です。そして、また、介護努力支援交付金が新

たに創設されております。交付金を積極的に活用の上、高齢者の自立支援、重度化防止に向け

た必要な取り組みを進め、新たな事業の積極的な展開を含め、各種取り組みの一層の強化とい

うことを国は求めております。 

 そこでお尋ねしますけど、８期に向けて、高齢者の保健事業と介護予防の一体の実施について

も国は求めていますけど、これについて、市の見解。また、一般会計による介護予防施策の実施

に対する市の見解は、まとめられているのか、考え方をお尋ねしたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施につきましては、

令和元年５月に公布されました医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法

等の一部を改正する法律、これの令和２年４月１日施行を受けまして、市町村において、各高

齢者の医療、検診、介護情報を一括して把握できるよう規定の整備が行われたところでござい

ます。 

 本市においても、高齢者の健康と要介護状態との中間的な状態であります虚弱状態、いわゆる

フレイル対策のため、疾病予防の観点からの国民健康保険の保険事業、介護予防の観点から介護

保険の地域支援事業等を一体的に展開し、高齢者の多様な課題に対応した支援を実施する必要が

あると認識をしております。現在、他市の状況把握も行いまして、町内関係部局間で協議を今進

めているところでございます。 

 事業につきましては、後期高齢者医療広域連合が市町村へ委託を行い、市町村が介護予防事業

等への保健師等の医療専門職を派遣し、一体的な取り組みを実施するものでございます。国が定

める対象事業としましては、低栄養防止、重症化予防の取り組み、重複頻回受診、重複投薬者等

への相談指導の取り組み、高齢者の通いの場等における運動・栄養・口腔等のフレイル予防の健

康教育相談の実施などがございます。 

 なお、事業経費としましては、先ほどの取り組みや、相談等を行うための医療専門職の配置や、

企画・調整・分析等を行う医療専門職の配置に要する費用等について、広域連合から、市町村へ

事務事業費として交付されるものでございます。 

 また、一般会計による介護予防策の実施につきましては、一般会計ではなく、介護保険特別会

計の地域支援事業の中で、主に一般介護予防として行っております。一般介護予防事業の中には、

介護予防講演会や市広報へ原稿を掲載し、介護予防に関する知識を普及する介護予防普及啓発事

業、住民主体の＿＿。 

○１２番（島田 光久君） ちょっと、もう後はよかです。わかりました。もう時間がないから。 



- 46 - 

○健康福祉部長（坂田 結二君） いいですか。そういった事業がございます。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 市独自の、国は様々な交付金を用意してますので、財源はですね、

しっかり市単独事業を立ち上げてもらいたいと、私は思っております。 

 次は、介護分野の人材、先ほど午前中は、髙橋議員も聞いていらっしゃいました。どうしても

人材不足、確保が１番大きいと思います。ここでですね、担い手確保策として、介護分野元気な

高齢者の促進を国は図りなさいというような通達をしております。そのために、人材確保のため

の介護ボランティアポイントを活用とかですね、就労で活動コーディネーターを利用するとか、

就労につながるような事業を市町村にするように仕向けております。だから、ぜひですね、総合

事業の担い手確保として、介護ボランティアポイント制度について、私は取り入れていいと思い

ます。多くの市町村が取り入れて、元気な高齢者の生きがいづくりに向けてつなげながら予防策

をやっております。当市でも、その辺の考え方があるのか、ないのかについてでよかです。 

○議長（園田 一博君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（坂田 結二君） ボランティアポイント制度に関しましては、これまで何度か

質問を受けておりますけれども、制度導入までには至っておりません。平成２９年度から始ま

った総合事業において、介護予防と生きがいづくりを目的に、住民主体の通いの場への支援、

地域の支え合いによる支援が必要な方への生活支援、介護施設等での話し相手や、レクリエー

ションの支援などを行う介護予防ボランティアの要請を行い、ボランティア活動の活性化を図

ったところでございます。 

○１２番（島田 光久君） はい、もうよか。ストップです。わかりました。もう答弁で時間が

くってしもて、ほとんど質問半分しか行けませんけど、次はですね。この地域包括システムの

強化と介護人材確保について、この市の見解を聞いてるんですけど、部長の答弁を聞いたら、

それが終わると思いますので、私が言いたいのは、包括強化のためには、包括支援センターの

人材ですね、人材をやっぱりある程度補充する。それと、介護人材確保について市の見解とい

うことは、午前中髙橋議員が聞いたあれをもうちょっと深掘りをして進める。 

そして、これは、市長にお尋ねするんですけど、確かに、福祉事業もう様々入り組んで私は

大変だと思います。医療・介護・健康づくり等を、今後、総合的に進めるためには、特化した福

祉の専門職の必要性が今高まっていると思います。これからの上天草市の高齢者福祉の充実のた

めには、スペシャリスト人材を育成して配置していくことが私は重要と考えますけど、市長はど

う考えますか。 

○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 健康福祉部も、いわゆるそういう資格が必要な職種も多分にあります。

一般的に公務員なので、一般職として採用が多いんですけど、健康福祉部、例えば、建設とか

ですね、やはり特別な資格を持っている職員も必要になりますので、その場合は、随時採用で

きるように募集を行ったりはやってるんですが、なかなかエントリーが少ないというのもあり
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まして、思ったように採用ができてません。それと、健康福祉部については、どうしてもやっ

ぱり勤務体系があって、いわゆる非常勤のほうが働きやすかったりとかするケースもあって、

それを併用した形で今対象をとってるんですけど、当然スペシャリストもやっぱり我々も必要

にしてる人材だと思うし、もうひとつは、島田議員もおっしゃったように、いろんな分野がい

ろいろ複雑におり重なってますので、それを何て言うんですかね、統括してコーディネートす

る、そういうアドバイサーていうか、やっぱりそういう統括者というかですね。福祉のやっぱ

り専門的に俯瞰して意見をいただける方がいれば、それはそれで、私も必要で、特にこれから

は必要になってくるんじゃないかなという思いはあります。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） ぜひですね、やっぱり今後、行政運営していくためには、専門職分

野でスペシャリスト、各部署で私は揃える必要があると思います。 

 今日は、一般質問二つ通告していました。障害福祉の現状と課題ということは、時間がなくて、

ちょっとできませんでした。これは、次回に回すとして、これで、私の今日の一般質問を終わり

たいと思います。 

○議長（園田 一博君） 以上で、１２番、島田光久君の一般質問は終わりました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 次の本会議は、明日９月１１日午前１０時から行います。 

 本日は、これで散会いたします。お疲れ様でした。 

 

散会  午後 ２時３４分 

 


